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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経皮的処置に用いる外科用縫合糸または糸を皮下で捕捉するための係合ツールであって
、
　近位端部と、遠位端部と、を有するハンドルと、
　長手方向軸を規定し、前記ハンドルの前記遠位端部から延在し、基端部と先端部とを有
する、外側カニューレと、
　前記長手方向軸に沿って幅を規定する幅部分と、前記長手方向軸に垂直な高さを規定す
る高さ部分と、を含む係合機能部であって、前記幅および前記高さが、前記縫合糸または
前記糸の直径より大きい開口部を規定する、係合機能部と、
　前記縫合糸または前記糸の捕捉および解放の間、前記外側カニューレに保持され、前記
係合機能部が前記縫合糸または前記糸と横方向且つ接線方向の配置にあると前記縫合糸ま
たは前記糸が前記係合機能部により受容されることができるように前記係合機能部が露出
される位置と、前記縫合糸または前記糸が前記係合機能部内に捕捉される位置と、の間を
皮下で移動できる、捕捉機構と、
を含む係合ツール。
【請求項２】
　前記縫合糸または前記糸が前記外側カニューレ内から前記外側カニューレの外側に移動
できるように、前記捕捉機構が、捕捉された縫合糸または糸と共に、近位または遠位に軸
方向に移動できる、請求項１に記載の係合ツール。
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【請求項３】
　前記外側カニューレが前記係合機能部を含む、請求項１に記載の係合ツール。
【請求項４】
　前記外側カニューレが、２つの異なる横寸法を含む少なくとも１つの横断面を有する、
請求項１に記載の係合ツール。
【請求項５】
　前記係合機能部が前記外側カニューレに形成された、請求項１に記載の係合ツール。
【請求項６】
　前記係合機能部が、前記長手方向軸に略平行に方向付けられた第１脚部および第２脚部
を含む略Ｕ字形状の幅部分を有し、前記長手方向軸に略垂直に方向付けられた短手方向部
分を有する、請求項５に記載の係合ツール。
【請求項７】
　前記縫合糸または前記糸が前記係合機能部において前記捕捉機構により捕捉されること
ができないように前記係合機能部が少なくとも部分的に閉鎖される位置から、前記縫合糸
または前記糸が前記係合機能部において前記捕捉機構によりに捕捉されることができるよ
うに前記係合機能部が露出される位置に、前記捕捉機構が皮下で移動できる、請求項１に
記載の係合ツール。
【請求項８】
　前記縫合糸または前記糸が前記係合機能部において前記捕捉機構により捕捉されること
ができないように前記係合機能部が少なくとも部分的に閉鎖される延在位置から、前記捕
捉機構が前記係合機能部内で前記先端部に向かって移動されると、前記係合機能部におけ
る前記縫合糸または前記糸が前記捕捉機構と前記係合機能部の遠位端部部分との間で前記
係合機能部において前記捕捉機構によりに捕捉されることができるように前記係合機能部
が露出される退避位置に、前記捕捉機構が皮下で移動できる、あるいは、前記縫合糸また
は前記糸が前記係合機能部において前記捕捉機構により捕捉されることができないように
前記係合機能部が少なくとも部分的に閉鎖される退避位置から、前記捕捉機構が前記係合
機能部内で前記先端部から離れるように移動されると、前記縫合糸または前記糸が前記捕
捉機構と前記係合機能部の近位端部部分との間で前記係合機能部において前記捕捉機構に
より捕捉されることができるように前記係合機能部が露出される延在位置に、前記捕捉機
構が皮下で移動できる、請求項１に記載の係合ツール。
【請求項９】
　前記係合機能部が少なくとも部分的に閉鎖され、前記縫合糸または前記糸が前記係合機
能部において前記捕捉機構により捕捉されることができない延在位置から、前記係合機能
部が露出され、前記捕捉機構が前記係合機能部内で前記先端部に向かって移動されると、
前記縫合糸または前記糸が前記捕捉機構と前記係合機能部の前記遠位端部部分との間で前
記係合機能部において前記捕捉機構によりに捕捉されることができる退避位置に、前記捕
捉機構が皮下で移動できる、請求項８に記載の係合ツール。
【請求項１０】
　前記係合機能部が少なくとも部分的に閉鎖され、前記縫合糸または前記糸が前記係合機
能部において前記捕捉機構により捕捉されることができない退避位置から、前記係合機能
部が露出され、前記捕捉機構が前記係合機能部内で前記先端部から離れるように移動され
ると、前記縫合糸または前記糸が前記捕捉機構と前記係合機能部の前記近位端部部分との
間で前記捕捉機構により捕捉されることができる延在位置に、前記捕捉機構が皮下で移動
できる、請求項８に記載の係合ツール。
【請求項１１】
　前記捕捉機構が、前記外側カニューレ内でスライドするように取り付けられ、且つスプ
リングバイアスされた、請求項１に記載の係合ツール。
【請求項１２】
　前記捕捉機構が、前記縫合糸または前記糸を捕捉するためのフック部材を含む、請求項
１に記載の係合ツール。
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【請求項１３】
　前記捕捉機構が、前記捕捉機構と前記係合機能部の近位端部部分または前記係合機能部
の遠位端部部分との間で前記縫合糸または前記糸を捕捉するための凸状部材を含む、請求
項１に記載の係合ツール。
【請求項１４】
　前記係合機能部が露出される前記位置と、縫合糸または糸が前記係合機能部において捕
捉されることができる前記位置との間で前記捕捉機構を移動するための、前記ハンドルに
固定され、且つ前記捕捉機構と関連した作動機構をさらに含む、請求項１に記載の係合ツ
ール。
【請求項１５】
　前記捕捉機構が、前記係合機能部を露出するために付加される力に反応して曲がるラッ
チを含む、請求項１に記載の係合ツール。
【請求項１６】
　前記係合機能部と組み合わせた前記捕捉機構が、前記縫合糸または前記糸の前記直径よ
り大きい捕捉領域において前記縫合糸または前記糸を捕捉する、請求項１に記載の係合ツ
ール。
【請求項１７】
　前記ハンドルの前記遠位端部から延在し、前記外側カニューレが患者の中に経皮的に挿
入される際に患者の体の外側から見えるように前記外側カニューレから距離を空けて配置
され、組織内側の前記係合機能部の位置に対応する位置決めインジケーターを有する、係
合位置決め部材をさらに含む、請求項１に記載の係合ツール。
【請求項１８】
　第２縫合糸または第２糸を別の係合機能部において捕捉するプロセスの間、第１係合機
能部において捕捉された縫合糸または糸が捕捉されたままである複数の係合機能部を有す
る、請求項１に記載の係合ツール。
【請求項１９】
　縫合糸または糸を保持する第１部材であって、第１縫合糸または第１糸が前記第１部材
から延在する、第１部材と、
　係合ツールと、
を含み、
　前記係合ツールが、
　近位端部と、遠位端部と、を有するハンドルと、
　長手方向軸を規定し、前記ハンドルの前記遠位端部から延在し、基端部と先端部とを有
する、外側カニューレと、
　前記長手方向軸に沿って幅を規定する幅部分と、前記長手方向軸に垂直な高さを規定す
る高さ部分と、を含む係合機能部であって、前記幅および前記高さが、前記縫合糸または
前記糸の直径より大きい開口部を規定する、係合機能部と、
　前記縫合糸または前記糸の捕捉および解放の間、前記外側カニューレに保持され、前記
係合機能部が前記縫合糸または前記糸と横方向且つ接線方向の配置にあると、前記縫合糸
または前記糸が前記係合機能部により受容されることができるように前記係合機能部が露
出される位置と、前記縫合糸または前記糸が前記係合機能部内に捕捉される位置と、の間
を皮下で移動できる、捕捉機構と、
を含む、皮下縫合糸または糸を用いた患者への経皮的手術技術を用いて外科用縫合糸また
は糸を皮下で捕捉するためのシステム。
【請求項２０】
　前記係合機能部が開口部を含み、前記第１部材が第１断面積を有し、前記係合機能部に
おいて前記第１断面積が略横方向に嵌まることができるように、前記第１断面積が前記係
合機能部の前記開口部より小さい、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記係合機能部の前記長手方向軸に沿った前記開口部の短手方向部分が、前記第１部材
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の前記第１断面積に少なくとも等しい、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記捕捉機構が、第１部材と横方向且つ接線方向の配置にある前記係合機能部を用いて
、前記第１部材を捕捉することができ、その後、前記第１部材から延在する前記縫合糸ま
たは前記糸が前記係合機能部内に捕捉されるまで、前記部材が前記係合機能部内で横方向
に移動されると、前記捕捉機構が、前記第１部材から延在する前記縫合糸または前記糸を
捕捉することができる、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記第１部材が第１断面積を有し、前記係合機能部が、前記第１部材の前記第１断面積
より小さいが前記縫合糸または前記糸の前記直径より大きい領域をさらに含んでおり、前
記第１部材から延在する前記縫合糸または前記糸が前記係合機能部内に捕捉されて、前記
捕捉機構が前記第１部材から延在する前記縫合糸または前記糸を完全に閉じ込めることが
できるまで前記第１部材が横方向に移動されるまで、前記捕捉機構は前記係合機能部に位
置付けられた前記第１部材を捕捉することができるが完全には閉じ込めない、請求項１９
に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記外側カニューレの外表面が、前記患者の体内で前記第１部材にスライドできるよう
に接触しており、前記第１部材を有する前記係合機能部の配置が、前記第１部材が前記係
合機能部に配置されたことを示す触知できるまたは電気的なフィードバックを提供する、
請求項１９に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記ハンドルの遠位端部から延在し、前記外側カニューレが患者の中に経皮的に挿入さ
れる際に患者の体の外側から見えるように前記外側カニューレから距離を空けて配置され
、組織内側の前記係合機能部の位置に対応する位置決めインジケーターを有する、係合位
置決め部材を、前記係合ツールが含む、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記第１部材が第１断面積を有し、前記係合機能部が露出され、前記縫合糸若しく前記
糸または前記第１部材の前記第１断面積の少なくとも１つが前記捕捉機構により前記係合
機能部内に捕捉されるように前記捕捉機構が位置付けられ、前記第１部材が前記係合機能
部と横方向且つ接線方向に少なくとも部分的に位置付けられると触知できるまたは電気的
なフィードバックが提供される、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記縫合糸または前記糸が前記第１部材から選択的に取り外すことができる、請求項１
９に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記係合機能部が前記外側カニューレにおけるＵ字形状の溝である、請求項１９に記載
のシステム。
【請求項２９】
　前記第１部材が第１断面積を有し、且つ前記第１断面積と異なる第２断面積を有する、
請求項１９に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記第２断面積が、前記第１断面積より大きく、且つ前記縫合糸または前記糸を保持す
る前記第１断面積の近位に位置付けられた、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記係合機能部が前記第１部材と横方向且つ接線方向に配置されると、前記第１部材の
前記第２断面積より小さい前記第１断面積のみが、前記係合機能部の前記開口部に嵌まる
ことができる、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記第１部材の前記第２断面積が、前記係合機能部の捕捉領域に完全に嵌まらず、前記
第１部材の前記第２断面積が、スライドできるように接触しており、前記第１部材の前記
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第２断面積が、前記第１部材が前記係合機能部に配置されたことを示す触知できるまたは
電気的なフィードバックを提供する、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記第１部材が、前記第１部材に近位であり、且つその中に前記第１部材を含むスリー
ブを有し、前記スリーブが、第１部材の第１外側断面積より大きく、且つ前記係合機能部
の捕捉領域に完全に嵌まらない外側断面積を有し、前記スリーブが、スライドできるよう
に接触しており、前記スリーブが、前記第１部材が前記係合機能部に配置されたことを示
す触知できるまたは電気的なフィードバックを提供する、請求項１９に記載のシステム。
【請求項３４】
　第２縫合糸または第２糸を別の係合機能部において捕捉するプロセスの間、第１係合機
能部において捕捉された縫合糸または糸が捕捉されたままである複数の係合機能部を前記
係合ツールが有する、請求項１９に記載のシステム。
【請求項３５】
　縫合糸または糸を保持する第２部材であって、第２縫合糸または第２糸が前記第２部材
から延在する第２部材をさらに含む、請求項１９に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記第２部材が前記係合機能部に位置付けられると、前記係合ツールにより捕捉された
第１縫合糸または第１糸が捕捉されたままである、請求項３５に記載のシステム。
【請求項３７】
　第２縫合糸または第２糸を別の係合機能部において捕捉するプロセスの間、第１係合機
能部において捕捉された縫合糸または糸が捕捉されたままである複数の係合機能部を前記
係合ツールが有する、請求項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記第１部材がハンドルに取り付けられた、請求項１９に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記ハンドルの遠位端部から延在し、前記縫合糸または前記糸の保持部材が患者の中に
経皮的に挿入される際に患者の体の外側から見えるように前記保持部材から距離を空けて
配置され、前記係合ツールにより係合および捕捉される前記保持部材の前記部分に対応す
る位置決めインジケーターを有する、係合位置決め部材を、前記第１部材に取り付けられ
た前記ハンドルが含む、請求項３８に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記捕捉機構が磁気を帯びており、前記縫合糸または前記糸が磁気的に引力のある要素
を含む、請求項１９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願］
　この出願は、２０１３年３月１５日に出願された米国仮出願第６１／８５２，０５０号
の利益を主張し、当該出願の主題は、全て本明細書に記載されたものとして、参照により
本明細書に組み入れられる。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、施術者が遠いアクセスポイントから皮下組織に縫合糸を通すことを確実にす
ることができる器具、そのような器具により容易となる外科的方法、およびそのような外
科的方法を行うための器具を用いる有益な関連ツールに関する。
【０００３】
　組織、脈管、靱帯、神経または他の生体構造を支持し、切断し、結紮し、若しくは緊縛
する目的で、または他の装置を縫合糸経路により規定された位置に入れるために、様々な
外科的方法が、皮下組織の奥深くに縫合糸を留置することを必要とする。これは一般的に
、例えば、切開外科的処置（open surgical procedure）において、縫合糸を所望の位置
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（location）に直接配置するための、または内視鏡機器および腹腔鏡機器を有する機器を
通過する縫合糸をアクセスの始点から遠位の位置に送るための、十分なアクセスを得るた
めに、皮膚および皮下組織を通して切開することを必然的に伴う。
【０００４】
　形成外科の分野において、１つのそのような処置の例はミッドフェイスリフトである。
この処置の一部として、切開を隠して瘢痕を目立たなくするために、切開が目立たない位
置で行われる。その後、顔面組織が剥離されて、十分なアクセスと組織の可動性を達成し
、組織を再付着および／または再配置（または、整復、reposition）して、より審美的に
望ましい結果となるように、１つ以上の縫合糸が配置されることを可能にする。加えて、
支持するために、縫合糸の端部を剛性構造体に固定すること好ましいことが多い。しかし
、実際には、固定に適当であり、アクセス可能であり、および目立たない切開を提供する
ことができるアンカー構造体の選択は、処置を複雑にすることが多く、支持された組織お
よび固定構造体との間にかなりの距離をもたらすことが多い。これは、広範囲に及ぶ手術
を必要とする処置につながり得る。当該手術は、高額であることがあり、組織に著しい外
傷を引き起こすことがあり、および治癒するためにかなりの時間（例えは、数週間）がか
かることがあり、最適とは言えない審美結果をもたらし得る。
【０００５】
　結果として患者に生じる外傷、処置の相応の額、および回復に要する時間を減らすため
に、様々な処置が試みられている。例えば、１つの試みられた処置は、アクセス点から遠
い位置で皮下組織を係合することが可能なとげのある輪郭を有する装置を埋め込むために
針を使用することである。しかし、実際には、そのようなとげは、比較的短い時間、多く
の場合約数ヶ月後に外れる傾向があることが分かっている。その結果、とげの解放は、係
合された組織が垂れ下がることを許してしまう。
【０００６】
　他の試みられた処置は、アクセス切開の大きさを減らすために、内視鏡を使用している
。しかし、内視鏡ガイド縫合装置（endoscope-guided suturing device）は大きな機構で
あり、アンカー位置における切開から、ループを支持する縫合糸の意図する基部に機器を
通すため、およびリフトが効果的であるように生来存在する結合線維を外科的に外すため
に、組織層のかなりの剥離および結合線維（connective fiber）の切断を必要とする傾向
がある。その上、内視鏡ガイドミッドフェイスリフトの場合、側頭筋膜から意図する位置
への経路を装置が通過する際に、顔面神経の重要な枝を裂傷することを回避するために、
かなりの注意および技能が必要とされる。さらに、内視鏡縫合装置は、リフトする力を分
散するため、遠位に係合されることができる組織の量に限界があり、時間と共に、縫合糸
が組織で引っ張られやすくなり得る（いわゆる「チーズワイヤ効果（cheese-wire effect
）」）。加えて、挿入切開の瘢痕を隠し、適当な構造体を提供して縫合糸を固定するため
に、内視鏡ミッドフェイスリフト（endoscopic mid-face lift）は、ヘアラインの側頭筋
膜で始まる。しかし、このことは、ミッドフェイス組織（mid-face tissue）の生来存在
するアンカー位置を、実質的に優れており、且つ長くおよび他の生体構造により束縛され
るリフトのベクトルをもたらし得る位置に変更し、リフトの美観に影響を及ぼし得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、望ましい処置のための縫合糸の最適な配置ベクトルを達成するだけでなく、ベ
クトルおよび縫合糸の配置の選択並びに複数の縫合糸を捕捉する能力における相当な順応
性を施術者に提供しつつ、所望の経路に沿って縫合糸の方向を変えるための低侵襲技術を
提供すること、または外部の操作および触知できる感覚の使用により縫合糸を一方の内側
経路から他方に移動させること、が望まれたままである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に従って、施術者が遠いアクセスポイントから皮下組織に縫合糸を通すことを確
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実にすることができるための器具および関連ツールが提供され、いかなる様々な外科的方
法をも容易にする。縫合糸の好都合な留置を可能にすることに加えて、装置は小さいゲー
ジの針を利用して皮膚を貫通する。結果として、切開または瘢痕に対する不安がなく、実
行される処置を最適化するようにアンカー点の位置が選択されることを可能にする。
【０００９】
　記載の便宜のために、以下の議論は、ミッドフェイスリフトを行うための本発明の使用
に主に言及するであろう。それにも関わらず、本発明に係る改良が、非侵襲性の経皮的配
置および経路中の縫合糸の操作から恩恵を受けることができる他の外科的処置だけでなく
、他のミッドフェイスリフト処置および他のリフト処置を含む他の処置を行うのに用いら
れることができることが理解される。
【００１０】
　一例として、およびミッドフェイスリフトの実例となるケースについて、このことは、
縫合糸が皮膚を通って頬骨弓の骨膜の中に入って置かれることを可能にし、その後、ミッ
ドフェイスリフトのためのアンカー構造として働く。リフトのための強いアンカー位置を
提供することに加えて、頬骨弓は、ミッドフェイスを含む組織のための自然発生的な身体
構造上の（または、解剖学的な、anatomical）固定点である。
【００１１】
　加えて、本発明は、より審美的なリフトベクトル（lift vector）およびより短いリフ
ト長（lift length）の開発を可能にすることにより、改良された審美結果が達成される
ことを可能にする。
【００１２】
　これは、耳周囲の切開からミッドフェイスへのアクセスを提供する修正された「Ｓリフ
ト」（modified "S-Lift"）、並びにミッドフェイスを頬骨弓に結合する結合組織を破壊
および切断することがあり、望ましくなく且つ自然ではないと考えられ得る組織の重要な
再配置を伴って、より劇的な審美的変化をもたらすことがある上述の内視鏡リフト（endo
scopic lift）、のような他の処置と区別される。
【００１３】
　審美的な利点に加えて、自然発生的な短い審美的ベクトル（aesthetic vector）を提供
することにより、本発明は、ミッドフェイスの例について、ゴールデントライアングル（
golden triangle）として知られる安全地帯の中に好都合に含まれることができ、且つ切
断された場合に顔面の麻痺をもたらすことがある顔面神経の側頭枝のような敏感な生体構
造を通過して外科用機器を挿入しなければならないことを避ける、ベクトルを達成するこ
とができる。
【００１４】
　加えて、本発明は、周囲組織を破壊することなく組織の内側に縫合糸が通されることを
可能にし、外科医により制御される好都合な形態において、外傷を最小限に抑え、外科医
が、ミッドフェイスを頬骨弓に結合する自然発生的な結紮糸を切断する必要を避けること
を可能にする。
【００１５】
　さらに、ミッドフェイスリフトの実例について、本発明は、外科医が、柔組織において
、一般的には１ｃｍのオーダーで、アンカー位置における三角形の頂点および比較的広い
底部を有する三角ループ支持構造（triangular loop support structure）に縫合糸を配
置することを可能にし、リフトする力をよく分散する。
【００１６】
　ミッドフェイスリフトの実例における縫合糸経路の非侵襲性の経皮的配置について、本
発明の改良を用いて得られる利点は、様々な他の処置に適用することもできる。
【００１７】
　他の実例として、本発明に係る改良は、切開を必要とすることなく、腱または靱帯周辺
の皮下縫合糸ループを作り出すのに用いられることができる。手根管の手術の場合、手術
用メスを用いて、腱に至るまで切り開き（dissecting）、次いで腱が切断される開放手術
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（open procedure）において、一般的に腱が切断される。代わりに、本発明の改良を用い
て、縫合糸ループが、例えばＵ字形状の形態で腱の周辺に配置されることができる。神経
のような重要な生体構造の周辺の構造の誘導が、超音波誘導を用いて達成されることがで
きる。その後、縫合糸ループが前後に操作されることができ、組織を切り開く。組織の完
全な切断が行われるのではない場合において、望ましい場合、別個の針が配置されること
ができ、係合した組織を通過する縫合糸ループの移動を制限する。さらなる代替として、
例えば、ハイドロディセクションについて、生理食塩水を用いて、または麻酔の追加によ
り、処置が行われることができる。同様の技術が、アキレス腱を修復するのに用いられる
縫合、若しくは静脈瘤の修復に用いられることができ、または縛って閉じることにより臓
器若しくは脈管を閉鎖するのに用いられることができる。
【００１８】
　皮下の小穴に縫合糸を合わせるための外部の誘導、および視界から隠れるストランドを
係合するための拡張できる開口部を記載する、２００８年７月２５日に出願された国際特
許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００８／００９０１２号、並びに縛られることおよび移動するこ
とができる内部のアイレットに縫合糸を合わせるための外部の誘導を記載する、２００９
年４月２日に出願された米国特許出願第１２／３８４，３２６号（また、２０１０年３月
２５日に出願された国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／０００８９１号）に、皮下組
織において縫合糸を配置および操作するための改良された機器および方法が記載され、こ
れらのそれぞれの主題は、全て本明細書に記載されたものとして、参照により本明細書に
組み入れられる。
【００１９】
　しかし実際には、そのような装置を配置する際、これらのガイド構造（guide structur
e）の幾何学的形状が、施術者により考慮に入れられなければならない。このことは、施
術者の順応性を減少する可能性を有しており、患者の生体構造のバリエーションに適合す
るために、今度は縫合糸ループの最適とは言えない配置を必要とすることがあり、そのよ
うな装置が用いられることができる体内の位置を制限することがある。曲げ力（bending 
force）がガイド針システムに影響を及ぼす可能性もあり、針のたわみを針の長さと共に
指数関数的に増加させることがある。距離が増加すると、このことは、今度は、剛性を増
加させるために針の輪郭のサイズが増加させられない限り、および／または針の長さが短
く保たれない限り、および／またはターゲットの要素の大きさが増加しない限り、ターゲ
ットと連結するためにガイド針の能力を制限することがある。しかし、このことは針の最
小の内径を制限することがある。
【００２０】
　加えて、そのような構造は、ガイドへのアイレットのような要素の連結も伴い、施術者
に追加の構成要素および処置段階をもたらすことがある。本発明に従って、遠位に配置さ
れたカニューレまたは他の協働する要素との皮下の連結は、より複雑な縫合糸経路でさえ
も、外部の配置構造を必要とすることなく、皮下組織において、所望のループ形態または
いくつかの他の所定の経路の中に構成されることができる。さらに、皮下ツールにおける
曲げ力は、構成要素の方向を変える調整を可能にすることにより、より良く適合されるこ
とができて所望の連結を達成し、ターゲット要素との皮下の結合のために皮下の針に向か
う超音波および他の誘導システムと同様に、触知できる感覚または電気的検出により確認
されることができる。このことは、施術者の経皮的な順応性を著しく増加し、縫合糸経路
を操作して最適な望ましい形態にし、本発明に係る改良の使用を、より広い様々な処置ま
たは解剖学的ターゲットについて適切にする。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、係合ツールの好ましい実施形態の平面図である。
【図２】図２は、係合機構を示す図１の領域２の拡大図である。
【図３】図３は、図１に示される貫通部材の断面である。
【図４】図４は、図１に示される貫通部材の断面である。
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【図５】図５は、図１中の係合機能部（または、係合特徴部、engagement feature）の領
域における領域５の等角図である。
【図６】図６は、アクチュエータが押し下げられ、捕捉機構が後退した係合ツールの平面
図である。
【図７】図７は、図６の領域７中の係合機構の遠位端部の拡大平面図である。
【図８】図８は、係合機能部を示す図７中の領域８の拡大等角図である。
【図９】図９は、テザーカニューレツール（tethered cannula tool）の平面図である。
【図１０】図１０は、テザーカニューレと横配置（または、配列、alignment）した係合
ツールの等角図である。
【図１１】図１１は、係合機能部におけるテザーカニューレと係合ツールとの横配置を示
す図１０の領域１１の拡大等角図である。
【図１２】図１２は、係合機能部におけるテザーカニューレと係合ツールとの横配置を示
す図１０の拡大した領域１１の平面図である。
【図１３】図１３は、アクチュエータが押し下げられた係合ツールの係合機能部の垂直な
溝におけるテザーカニューレの細いカニューレの等角図である。
【図１４】図１４は、係合機能部の垂直な溝におけるテザーカニューレの細いカニューレ
を示す図１３の領域１４の拡大等角図である。
【図１５】図１５は、図１４の平面図である。
【図１６】図１６は、アクチュエータが解除（または、解放、released）され、係合機能
部に細いカニューレが捕捉された係合ツールの等角図である。
【図１７】図１７は、係合機能部に細いカニューレを保持する捕捉機構を示す図１６の拡
大した領域１７の等角図である。
【図１８】図１８は、図１７の平面図である。
【図１９】図１９は、係合機能部に捕捉されたストランドの等角図である。
【図２０】図２０は、係合機能部に２つの捕捉されたストランドの平面図である。
【図２１】図２１は、フックおよび「Ｖ」形状の係合機能部を備えた代替の実施形態の係
合機構の平面図である。
【図２２】図２２は、図２１の領域２２の等角図である。
【図２３】図２３は、テザーカニューレまたはストランドを捕捉するために後退位置にフ
ックを備えた、図２１に示される代替の実施形態の平面図である。
【図２４】図２４は、図２３の領域２４の等角図である。
【図２５】図２５は、回転捕捉機構と連結する係合機構の代替の実施形態の貫通部材の平
面図である。
【図２６】図２６は、図２５の貫通部材の等角図である。
【図２７】図２７は、漸進的に９０°回転した、図２５に示される貫通部材と連結した回
転捕捉機構の平面図である。
【図２８】図２８は、漸進的に９０°回転した、図２５に示される貫通部材と連結した回
転捕捉機構の平面図である。
【図２９】図２９は、漸進的に９０°回転した、図２５に示される貫通部材と連結した回
転捕捉機構の平面図である。
【図３０】図３０は、漸進的に９０°回転した、図２５に示される貫通部材と連結した回
転捕捉機構の平面図である。
【図３１】図３１は、図２７、２８、２９および３０に示される回転捕捉機構の等角図で
ある。
【図３２】図３２は、係合機能部における捕捉の段階を示すために漸進的に回転した回転
捕捉機構を備えた係合機構の漸進的な平面図である。
【図３３】図３３は、係合機能部における捕捉の段階を示すために漸進的に回転した回転
捕捉機構を備えた係合機構の漸進的な平面図である。
【図３４】図３４は、係合機能部における捕捉の段階を示すために漸進的に回転した回転
捕捉機構を備えた係合機構の漸進的な平面図である。
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【図３５】図３５は、ラッチが曲がることを制限する前方の位置における、フレキシブル
なラッチおよびガードを備えた捕捉機構を含む係合機構の代替の実施形態の平面図である
。
【図３６】図３６は、図３５の領域３６の等角図である。
【図３７】図３７は、ラッチが曲がることができるようにガードが後退した、図３５に示
される係合機構の平面図である。
【図３８】図３８は、図３７の領域３８の等角図である。
【図３９】図３９は、外部の力により内部に曲げられたラッチを備えた、図３７に示され
る係合機構の平面図である。
【図４０】図４０は、図３９の領域４０の等角図である。
【図４１】図４１は、ラッチを備えた係合機構の他の代替の実施形態の平面図である。
【図４２】図４２は、図４１の領域４２の等角図である。
【図４３】図４３は、外部の力により内部に曲げられたラッチを備えた、図４１に示され
る係合機構の平面図である。
【図４４】図４４は、図４３の領域４４の等角図である。
【図４５】図４５は、捕捉機構がガード／サポート（または、支持体、support）を横切
って移動し、且つ複数の係合機能部に捕捉を提供する、係合機構の代替の実施形態の平面
図である。
【図４６】図４６は、図４５の領域４６の等角図である。
【図４７】図４７は、近位の係合機能部における捕捉を示す、図４５に示される係合機構
のための捕捉機構の漸進的な前進の平面図である。
【図４８】図４８は、図４７の領域４８の等角図である。
【図４９】図４９は、遠位の係合機能部における捕捉を示す、図４５の係合機構のための
捕捉機構の連続する漸進的な前進の平面図である。
【図５０】図５０は、図４９の領域５０の等角図である。
【図５１】図５１は、係合機能部の水平な溝に沿って、図中に示されない力がラッチに付
加されている場合の、外側に向かって曲がるフレキシブルなラッチを有する捕捉機構を組
み込む係合機構の代替の実施形態の平面図である。
【図５２】図５２は、図５２の領域５２の等角図である。
【図５３】図５３は、付加された力により、係合機能部の水平な溝を通過して捕捉機構が
外側に曲げられた図５１の係合機構の平面図である。
【図５４】図５４は、図５３の領域５４の等角図である。
【図５５】図５５は、係合機能部において横配置でテザーカニューレの上に曲がり、捕捉
することができる捕捉機構を含む係合機構の代替の実施形態の平面図である。
【図５６】図５６は、図５５の領域５６の等角図である。
【図５７】図５７は、係合機能部において捕捉機構がテザーカニューレの上でかみついて
（または、つかんで、snap）捕捉した前進位置に捕捉機構が示される、図５５の係合機構
の平面図である。
【図５８】図５８は、図５７の領域５８の等角図である。
【図５９】図５９は、貫通部材の遠位先端から突き出るように捕捉機構が設計された係合
機構の代替の実施形態の平面図である。
【図６０】図６０は、貫通部材の遠位先端を超えて延在する捕捉機構を備えた、図５９の
係合機構の平面図である。
【図６１】図６１は、図６０の領域６１の等角図である。
【図６２】図６２は、貫通部材の先端の中に部分的に後退した、図５９の係合機構の平面
図である。
【図６３】図６３は、図６２の領域６３の等角図である。
【図６４】図６４は、図５９の実施形態に類似する係合機構の代替の実施形態の平面図で
あり、貫通部材は、１８０°回転した傾斜先端を示す。
【図６５】図６５は、捕捉機構が延在して示された図６４の係合機構の平面図である。



(11) JP 6346659 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

【図６６】図６６は、図６５の領域６６の等角図である。
【図６７】図６７は、捕捉機構が部分的に後退した、図６５の係合機構の平面図である。
【図６８】図６８は、図６７の領域６８の等角図である。
【図６９】図６９は、貫通機構がらせん状部分を含む、代替の係合機構の平面図である。
【図７０】図７０は、らせん状部分を通過して挿入された棒として示される捕捉機構を有
する、図６９の係合機構の平面図である。
【図７１】図７１は、フレキシブルなラッチを備えた捕捉機構と移動可能なガード／サポ
ートとを含む係合機構の図３５に示される実施形態と、機能が類似する代替の実施形態の
漸進的な平面図である。
【図７２】図７２は、フレキシブルなラッチを有する捕捉機構と移動可能なガード／サポ
ートとを含む係合機構の図３５に示される実施形態と、機能が類似する代替の実施形態の
漸進的な平面図である。
【図７３】図７３は、フレキシブルなラッチを有する捕捉機構と移動可能なガード／サポ
ートとを含む係合機構の図３５に示される実施形態と、機能が類似する代替の実施形態の
漸進的な平面図である。
【図７４】図７４は、係合および捕捉のために、延在および後退の様々な位置において、
貫通部材の端部から突き出ることができる係合機能部を備えた捕捉機構を示す係合機構の
代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図７５】図７５は、係合および捕捉のために、延在および後退の様々な位置において、
貫通部材の端部から突き出ることができる係合機能部を備えた捕捉機構を示す係合機構の
代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図７６】図７６は、係合および捕捉のために、延在および後退の様々な位置において、
貫通部材の端部から突き出ることができる係合機能部を備えた捕捉機構を示す係合機構の
代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図７７】図７７は、係合および捕捉のために、延在および後退の様々な位置において、
貫通部材の端部から突き出ることができる係合機能部を備えた捕捉機構を示す係合機構の
代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図７８】図７８は、係合および捕捉のために、延在および後退の様々な位置において、
貫通部材の端部から突き出ることができる係合機能部を備えた捕捉機構を示す係合機構の
代替の実施形態の漸進的な平面図であり、貫通部材の端部の傾斜は、図７４から１８０°
回転している。
【図７９】図７９は、係合および捕捉のために、延在および後退の様々な位置において、
貫通部材の端部から突き出ることができる係合機能部を有する捕捉機構を示す係合機構の
代替の実施形態の漸進的な平面図であり、貫通部材の端部の傾斜は、図７５から１８０°
回転している。
【図８０】図８０は、係合および捕捉のために、延在および後退の様々な位置において、
貫通部材の端部から突き出ることができる係合機能部を有する捕捉機構を示す係合機構の
代替の実施形態の漸進的な平面図であり、貫通部材の端部の傾斜は、図７６から１８０°
回転している。
【図８１】図８１は、係合および捕捉のために、延在および後退の様々な位置において、
貫通部材の端部から突き出ることができる係合機能部を有する捕捉機構を示す係合機構の
代替の実施形態の漸進的な平面図であり、貫通部材の端部の傾斜は、図７７から１８０°
回転している。
【図８２】図８２は、変更した先端を有する貫通部材を示す係合機構の代替の実施形態の
漸進的な平面図である。
【図８３】図８３は、変更した先端を有する貫通部材を示す係合機構の代替の実施形態の
漸進的な平面図である。
【図８４】図８４は、変更した先端を有する貫通部材を示す係合機構の代替の実施形態の
漸進的な平面図である。
【図８５】図８５は、変更した先端を有する貫通部材を示す係合機構の代替の実施形態の
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漸進的な平面図である。
【図８６】図８６は、図３５に示される実施形態に類似する係合機構の代替の実施形態の
平面図であり、ガード／サポートを有しない
【図８７】図８７は、捕捉機構が力により内部に向けて曲げられた、図８６の係合機構の
平面図である。
【図８８】図８８は、膨張式（または、インフレータブル、inflatable）である捕捉機構
を有する係合機構の代替の実施形態の平面図である。
【図８９】図８９は、捕捉機構が膨張した、図８８の係合機構の平面図である。
【図９０】図９０は、閉じた状態において、ガードが係合領域を直接閉鎖し、ガードおよ
び捕捉機構が両方移動可能である、係合機構の代替の実施形態の平面図である。
【図９１】図９１は、ガードおよび捕捉機構が後退し、力により内部に捕捉機構が曲げら
れた、図９０の係合機構の平面図である。
【図９２】図９２は、捕捉機構が、貫通部材内部に収容されたコイルを含む、係合機構の
代替の実施形態の平面図である。
【図９３】図９３は、捕捉機構のコイル部分が、テザーカニューレまたはストランドをコ
イルの間で捕捉する位置に圧縮された、図９２の係合機構の平面図である。
【図９４】図９４は、捕捉機構が、貫通部材の外側に巻き付けられたコイルを含む、係合
機構の代替の実施形態の平面図である。
【図９５】図９５は、捕捉機構のコイル部分が、テザーカニューレまたはストランドをコ
イルの間で捕捉する位置に圧縮された、図９４の係合機構の平面図である。
【図９６】図９６は、捕捉機構が、貫通部材の端部から突き出ることができるコイルを含
む、係合機構の代替の実施形態の平面図である。
【図９７】図９７は、貫通部材の中に部分的に後退した捕捉機構のコイルを示す図９６の
係合機構の平面図である。
【図９８】図９８は、回転したときに縫合糸をつかみ、且つ縫合糸をブラシに巻き付ける
ことにより、ストランドを係合するであろうブラシ、を含む捕捉機構を有する係合機構の
代替の実施形態の平面図である。
【図９９】図９９は、テレスコープ式（または、伸縮式、telescoping）捕捉機構を含む
係合機構の代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図１００】図１００は、テレスコープ式捕捉機構を含む係合機構の代替の実施形態の漸
進的な平面図である。
【図１０１】図１０１は、テレスコープ式捕捉機構を含む係合機構の代替の実施形態の漸
進的な平面図である。
【図１０２】図１０２は、テレスコープ式捕捉機構を含む係合機構の代替の実施形態の漸
進的な平面図である。
【図１０３】図１０３は、前部および後部のフック部分を有する捕捉機構、および捕捉の
漸進的段階を示す係合機構の代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図１０４】図１０４は、前部および後部のフック部分を有する捕捉機構、および捕捉の
漸進的段階を示す係合機構の代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図１０５】図１０５は、前部および後部のフック部分を有する捕捉機構、および捕捉の
漸進的段階を示す係合機構の代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図１０６】図１０６は、磁石、および磁性粒子を含むストランドとの相互作用を含む捕
捉機構を有する係合機構の代替の実施形態の平面図である。
【図１０７】図１０７は、磁石、および磁性粒子を含むストランドとの相互作用を含む捕
捉機構を有する係合機構の代替の実施形態の平面図である。
【図１０８】図１０８は、フレキシブルな部材を有する捕捉機構を含む係合機構の代替の
実施形態の平面図である。
【図１０９】図１０９は、内部に向けられた力を捕捉機構に及ぼすテザーカニューレおよ
びストランドの周囲で開きおよび閉じることができる捕捉機構を含む係合機構の代替の実
施形態の漸進的な平面図である。
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【図１１０】図１１０は、内部に向けられた力を捕捉機構に及ぼすテザーカニューレおよ
びストランドの周囲で開きおよび閉じることができる捕捉機構を含む係合機構の代替の実
施形態の漸進的な平面図である。
【図１１１】図１１１は、テザーカニューレまたはストランドの周囲で開かれおよび閉じ
られることができる顎（または、口、jaw）を有する捕捉機構を含む係合機構の代替の実
施形態の漸進的な平面図である。
【図１１２】図１１２は、テザーカニューレまたはストランドの周囲で開かれおよび閉じ
られることができる顎（または、口、jaw）を有する捕捉機構を含む係合機構の代替の実
施形態の漸進的な平面図である。
【図１１３】図１１３は、延在したときにテザーカニューレを横切ることができ、後退し
ときに係合し且つストランドまたはテザーカニューレを捕捉する、とげを有するフレキシ
ブルな捕捉機構を含む係合機構の代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図１１４】図１１４は、延在したときにテザーカニューレを横切ることができ、後退し
ときに係合し且つストランドまたはテザーカニューレを捕捉する、とげを有するフレキシ
ブルな捕捉機構を含む係合機構の代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図１１５】図１１５は、スプリングロードボールを有する捕捉機構を有する係合機構の
代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図１１６】図１１６は、スプリングロードボールを有する捕捉機構を有する係合機構の
代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図１１７】図１１７は、スライドして係合機能部を開くまたは閉鎖するシースを含む捕
捉機構を有する係合機構の代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図１１８】図１１８は、スライドして係合機能部を開くまたは閉鎖するシースを含む捕
捉機構を有する係合機構の代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図１１９】図１１９は、貫通部材を通過させて流体を投与するための流体通路を含む係
合ツールの代替の実施形態の平面図である。
【図１２０】図１２０は、貫通部材を通過させて流体を投与するための流体通路を含む係
合ツールの代替の実施形態の平面図である。
【図１２１】図１２１は、係合ツールと係合するための位置に、テザーカニューレおよび
ストランドを置くために用いられるルーティングツール（または、配線ツール、routing 
tool）の実施形態の平面図である。
【図１２２】図１２２は、ルーティングツールの貫通部材の正面部分を示す図１２１の領
域１２２の正面図である。
【図１２３】図１２３は、ルーティングツールの鈍化機構（blunting mechanism）が、前
方に係合され、且つ所定の位置にラッチされる、図１２１のルーティングツールの平面図
である。
【図１２４】図１２４は、貫通部材の先端部を通過して延在した鈍化機構を示す図１２３
の領域１２４の平面図である。
【図１２５】図１２５は、テザーカニューレに連結されたルーティングツールの等角図で
ある。
【図１２６】図１２６は、ルーティングツールへのテザーカニューレのストランドの連結
を示す図１２５の領域１２６の拡大等角図である。
【図１２７】図１２７は、外部のストランドと連結することなく、ルーティングツールが
係合ツールと直接連結することを可能にするストランドを含むルーティングツールの前端
部の代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図１２８】図１２８は、外部のストランドと連結することなく、ルーティングツールが
係合ツールと直接連結することを可能にするストランドを含むルーティングツールの前端
部の代替の実施形態の漸進的な平面図である。
【図１２９】図１２９は、外部のストランドと連結することなく、ルーティングツールが
係合ツールと直接連結することを可能にするストランドを含むルーティングツールの前端
部の代替の実施形態の漸進的な平面図である。
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【図１３０】図１３０は、貫通部材を通過させて流体を投与するための流体通路を含むル
ーティングツールの代替の実施形態の平面図である。
【図１３１】図１３１は、ルーティングツールの前端部を通過する流体通路を示す図１２
０の領域１３１の拡大平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１は、現在好ましいと考えられる本発明に係る製造された器具の実施形態を示す。係
合ツール１は、本体に取り付けられた貫通部材３を備えた本体２を含む。好ましい本実施
形態において、貫通部材３は、捕捉機構４が貫通部材３内に移動することを可能にするカ
ニューレから作られる。他の実施形態において、貫通部材３は、固体材料を含む他の構造
のものであってよく、捕捉機構は、貫通部材に取り付けられまたは貫通部材の外側に連結
されることができる。貫通部材３は、貫通部材３の遠位端部における尖った先端部を備え
て示され、皮膚のような組織の中に入ることを容易にするのに好ましい。事前の切開また
は穿刺がある場合のように、尖った先を有することなく装置が速やかに組織を通ることが
できる用途に適切である場合、貫通部材の先端部は、尖っていない形状または丸みを帯び
た形状を含む他の構造のものであることもできる。望ましい場合には、尖っていない先端
部または丸みを帯びた先端部を有する貫通部材の挿入を容易にするために誘導針（または
、イントロデューサーニードル、introducer needle）が用いられてよい。
【００２３】
　図１の好ましい実施形態において、アクチュエータ５は、キャリッジ（または、往復台
、carriage）６と相互作用し、好ましくは捕捉機構４の近位末端に連結される。この実施
形態において、アクチュエータが押し下げられると、アクチュエータ５はピボットの周り
を回転し、アクチュエータのギヤはキャリッジの直線状のギヤと相互作用し、貫通部材３
内で捕捉機構４を往復運動させる。図６は、アクチュエータ５が押し下げられてアクチュ
エータ５が前方に回転した係合ツール１を示し、キャリッジ６および取り付けられた捕捉
機構４を後退位置に位置付け、アクチュエータ機構が解除されたときに捕捉機構を元の状
態に戻すためのリターンスプリング７を圧縮する。任意の様々なアクチュエータ機構が代
替として用いられることができる。例えば、貫通部材が移動することができ、且つ捕捉機
構が固定されることができ、またはアクチュエータは貫通部材若しくは捕捉機構に直接連
結されることができ、キャリッジは用いられず、リターンスプリングは無い。アクチュエ
ータなしで捕捉機構を貫通部材に手動で連結することも可能である。
【００２４】
　図１の好ましい実施形態を再び参照すると、係合ツール１はインジケーター８も含む。
貫通部材３が組織の中に挿入される用途において、貫通部材は一般的に視界から隠れる。
示されるように、インジケーター８は組織の上に留まり、貫通部材の機能部の位置の目で
見える表示を提供する。例えば、係合ロケ－ター（または、位置決め装置、位置表示装置
、locator）９は、貫通部材の機能部を係合する縫合糸を位置付けるのに用いられること
ができ、先端部ロケ－ター１０は、貫通部材の先端部を位置付けるのに用いられることが
できる。インジケーター８は好ましくは、フレキシブルな材料、例えばニチノールワイヤ
ーから作られ、目で見える所望の表示を提供するために十分に硬いが、ユーザーが装置を
皮膚の中に導入し、またはターゲット位置に向かって装置を操作する際に、起こり得る閉
塞した組織をよけてインジケーターが曲がることができるという追加の特徴を有する。好
ましい実施形態において、ロケーター９および１０は、塗布された接着剤である。ビーズ
（または、ビード、bead）またはスリーブのような他の形状の目に見えるロケーターだけ
なく、他のフレキシブルな材料およびフレキシブルでない材料が用いられることもできる
。望ましい場合、複数の係合ロケーター９が複数の係合ロケーターを識別するのに用いら
れることができる。
【００２５】
　図２は、図１中と同一の係合領域２の拡大図であり、貫通部材３の遠位端部１１を示す
。好ましい本実施形態において、貫通部材３は、貫通部材における「Ｌ」形状のリリーフ
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（relief）として示される係合機能部１２を含む。図２はただ一つの係合機能部１２を示
すが、望ましい場合には、１つよりも多くの係合機能部を有することができる。図５は、
図１に示される領域５の等角図である。
【００２６】
　好ましい実施形態の捕捉機構４において、捕捉機構４は最も前方の位置に示され、傾斜
した前方の先端部を含む。この位置において、係合機能部１２は閉じられ、係合機能部が
カニューレまたは縫合糸のような物体を受容することを防ぐ。縫合糸またはカニューレの
ような小さい直径の物体を受容することができるように、係合機能部を部分的に開いたま
まにしておくことも可能であるが、組織を通って貫通または後退する場合、とりわけ皮膚
を貫通するのに用いられる場合、係合機能部がスムーズに曲線を付けて作られていない限
り、係合機能部は捕捉点（catch point）として働くだろう。捕捉機構を有する開口部を
閉鎖することにより、組織が係合機能部に引っ掛かり、または捕捉されることを防ぐ。図
示された実施形態の更なる利点は、捕捉機構４が図２に示される状態でありつつ、移動は
係合機能部において貫通部材に沿ったままであることであり、係合機能部は、図２の貫通
部材に対して略横方向に保持されるカニューレまたは縫合糸のような物体が、後述で図１
５に示されるように、貫通部材の先端部を横切り、係合機能部と接触するという、触知で
きる表示をユーザーに提供する。留意すべきことは、用語「横切る」とは、記載の機能部
が互いに直角に交わるべきであること、および他の角度がこのために定められることもで
きること、を意味することを意図しない、ということである。
【００２７】
　図７は、後退位置における捕捉機構４を備えた係合機構１１の遠位端部を示す。図８は
、図７に示される係合機構１１の遠端端部の拡大等角図である。この後退状態において、
所望の物体を受容するように係合機能部が開いている。
【００２８】
　貫通部材３は、好ましくは尖った先端部を有するカニューレから作られる。図３を参照
すると、カニューレは好ましくは、領域１３において、楕円形の幾何学的形状に平たくな
る。楕円形の幾何学的形状の主な利点は構造強度であり、所望の物体を捕捉するのに必要
とされるリリーフの所望の深さのための、貫通部材における十分な強度がなおあるだろう
。貫通部材についてより大きなカニューレを用いることも可能であるが、構造的完全性（
または、構造的一体性、structural integrity）を保つために、貫通部材の大きさを最小
限に抑えて組織に対する不要な外傷を減らすことが一般的に望ましい。図３および４は、
角括弧の領域１３および１５についての好ましい断面である。角括弧の領域１４は、楕円
形の領域１３から円形の領域１５への移動領域である。
【００２９】
　図９は、テザーカニューレツール１６の好ましい実施形態を示す。テザーカニューレツ
ール１６は、外側カニューレおよび係合ツール１の係合機能部１２と相互作用するような
大きさの細いカニューレ１９を保持する代替の実施形態の本体１７を含む。カニューレ１
８および１９は、さらにストランド２０と連結する。ストランド２０は、好ましくは縫合
糸であるが、フレキシブルなワイヤーであることもできる。カニューレ１９は好ましくは
、カニューレ１８内にスライドするように受容され、ストランド２０は好ましくは、カニ
ューレ１９内にスライドするように受容される。
【００３０】
　図９はまた、細いカニューレ１９が露出される領域を識別するのに役立つカニューレロ
ケ－ター２２および２３を有するインジケーター２１を示す。インジケーター２１は、図
１に記載の係合ツール１のインジケーター８について上述したのと同じ理由で、好ましく
はニチノールワイヤーのようなフレキシブルな材料で作られ、また上述のように、ロケ－
ター２２および２３は好ましくは接着剤の液滴（drop）で作られる。さらに、インジケー
ター２１は、フレキシブルな材料または硬い材料で作られてよく、様々なマーキングまた
は識別子が、カニューレ１８および１９の領域を識別するのに用いられることができる。
【００３１】
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　ストランド２０が張った状態で保持される場合、係合ツール１は、図９に示される他の
要素のいずれをも必要とすることなく、ストランドと相互作用することができる。代替と
して、単一のカニューレ（１８または１９のいずれか一方）がストランド２０と共に用い
られることができ、係合ツール１と相互作用する。しかし、実際には、後述のように図１
における係合ツールの好ましい実施形態と組み合わせて用いられる場合、要素１８、１９
および２０のそれぞれを含むテザーカニューレがとりわけ好都合である。
【００３２】
　図１０は、ツール１６と結び付いたテザーカニューレを示し、係合ツール１と横配置し
た外側カニューレ１８、細いカニューレ１９およびテザー２０を含む。図１１および１２
は、図１０の領域１１の拡大図である。
【００３３】
　図１０から１２は、貫通部材３の係合機能部１２の開口部に配置された外側カニューレ
１８を示す。外側カニューレの直径およびそれを形成する材料は、十分な強度、剛性およ
び係合ツールとの係合を容易にするような幾何学的形状をテザーカニューレに与えるよう
に選択される。
【００３４】
　使用の際、係合ツールの突出部材３およびツール１６のテザーカニューレを操作して配
置できることが好都合である。テザーカニューレが最初に配置される場合、係合ツールが
テザーカニューレに向かって組織の中に挿入される。係合ツールの貫通部材の先端部がテ
ザーカニューレに近づくと、貫通部材の先端部がテザーカニューレと接触するまで、テザ
ーカニューレおよび貫通部材を調整することにより、組織が操作されることができる。カ
ニューレが過度に弱い場合、この操作の力は、曲げ力をテザーカニューレに及ぼし、テザ
ーカニューレが貫通部材の先端部と接触することがあり、その後、係合領域１２と接触す
るまで、突出部材の上面に沿って示される方向に前進するため、組織を配置することが困
難になる。代替として、所定の処置のために好ましい場合、テザーと反対側の外側カニュ
ーレ１８の端部が、係合ツールの予め配置された貫通部材に向かって組織の中に挿入され
る。これを容易にするために、テザーと反対側の外側カニューレ１８の先端部が配置され
ることができる。
【００３５】
　好ましい実施形態において、係合領域１２の幾何学的形状は、係合のためにテザーカニ
ューレが配置されるという触知できるフィードバックをユーザーに提供する。図９に示さ
れるテザーカニューレツール１６のインジケーター２１が用いられるであろう場合に、係
合が起こるであろう場所に関して、係合ツールのインジケーター８および係合ロケ－ター
９はまた、目で見える表示をユーザーに提供する。
【００３６】
　触知できる感覚および目で見える表示を有することが好都合であるが、テザーカニュー
レの異なる部分と係合ツールの貫通部材の他の部分との接触を感知する電気信号のような
、他の形態のインジケーターまたは配置を有することも可能である。例えば、外側カニュ
ーレ１８が貫通部材３と接触する場合に信号が生じ、外側カニューレ１８が係合機能部に
おいて貫通部材３と接触した状態である場合に他の信号が生じるように、ポリイミド管材
料のような薄い絶縁体が、テザーカニューレおよび係合ツールの貫通部材の異なる要素を
絶縁するのに用いられることができる。細いカニューレが貫通部材または捕捉機構と接触
している場合に、さらなる信号が同様に発生されることができる。特定の用途のために望
ましい場合には、超音波または他の検出装置が、貫通部材３の機能部を検出するのに用い
られることもできる。
【００３７】
　図１２を参照すると、係合機能部１２の上部の開口部の幅は、捕捉機構４が後退したと
きに、細いカニューレ１９が係合機能部に入るのに十分に大きい。開口部の幅は、外側カ
ニューレ１８を収容するように設計され得る一方、開口部の幅が小さいサイズを保つこと
ができるように、開口部の幅を最小限に抑えて貫通部材の構造的完全性を可能な限り維持
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することが好都合である。
【００３８】
　次に、図１３並びに図１４および１５に示されるゾーン１４の拡大図を参照すると、係
合ツールが、押し下げられたアクチュエータ５および後退した捕捉機構４と共に示される
。好ましい順序（または、シーケンス、sequence）において、外側カニューレ１８は、係
合機能部１２において貫通部材３と接触した状態で保持される。捕捉機構４が後退させら
れると、細いカニューレ１９が係合機能部１２の垂直な溝に入ることができるまで、テザ
ーカニューレ１８は示される方向に引かれる。さらに、垂直な溝は、外側カニューレ１８
を収容するのに十分な大きさを有するように作られ得て、上述のように、溝を細いカニュ
ーレ１９のみを収容するような大きさにすることは、貫通部材の強度および大きさが改良
されることを可能にする。
【００３９】
　図１６に示されるように、この時点でアクチュエータ５が解除され、図１７および１８
に示される領域１７の拡大図に示されるように細いカニューレ１９を捕捉するために、捕
捉機構が前進する。細いカニューレ１９が係合機能部から垂直に取り除かれることができ
ないように、次いで、捕捉機構４の傾斜した先端部が、係合機能部１２において細いカニ
ューレ１９を捕捉する。好ましい実施形態において、「Ｌ」形状の係合機能部の水平な溝
は小さ過ぎて細いカニューレ１９を受容できない。しかし、細いカニューレ１９が軸方向
に引かれると、ストランド２０は係合機能部に入ることができ、捕捉機構により、「Ｌ」
の小さい水平な溝に沿って、図１９に示される前方の位置に入れられる。捕捉機構４のス
トロークは好ましくは、「Ｌ」形状の係合機能部の水平な溝の遠位端部に間隙が残される
ように限定され、いくつかの縫合糸が、捕捉機構により作用されることなく、この領域を
通過して自由にスライドすることを可能にする。図２０は、係合機能部の水平な溝の遠位
端部における２つのストランド２０を示す平面図であり、捕捉機構４は延在位置にある。
望ましい場合には、ストランドを係合するために、捕捉機をさらに延在させることも可能
である。
【００４０】
　この形態の追加的な利点は、その後に、第１のテザー（または、係留、tether）から第
１のストランドを失う危険を冒すことなく、テザーカニューレが係合および捕捉されるこ
とができる、ということである。これは、第１のテザーは、捕捉機構、第２の外側カニュ
ーレまたは第２の細いカニューレのいずれかにより、係合機能部から自由になることが常
に阻止されるからである。
【００４１】
　図２１は、係合機構の代替の実施形態を示す。この配置において、貫通部材４ａは、「
Ｖ」形状である係合機能部１２ａを含む。示された状態において、捕捉機構４ａはフック
状の装置であり、後退すると、係合機能部１２ａと横配置で配置されるテザーカニューレ
を捕捉できる。好ましい実施形態で期待されるように、貫通部材の「Ｖ」形状の係合機能
部は、通ったときに組織を捕捉する可能性が低く、貫通するまたは引く間、係合機能部を
閉鎖する必要が少ない。好ましい実施形態のように、貫通部材３ａはまた好ましくは、係
合機能部１２ａの得られる幾何学的形状を最小限に抑えるために、セクション１３ａが楕
円形の断面に平たくなるカニューレから作られる。
【００４２】
　図２２は、図２１の領域２２を示す。貫通部材の上部は溝付きであり、捕捉機構４ａの
フックのためのリリーフを提供する。このことは、フックの寸法が、捕捉部材３ａの範囲
内で最適化されることを可能にする。
【００４３】
　図２３および図２４は、後退前に係合領域に位置付けられたテザーカニューレを捕捉す
るための位置に後退したフックを示す。代替として、捕捉機構４ａのフックは、図２３お
よび２４に示されるよう反対方向に向くように方向付けられることができ、望ましい場合
には、代わりに、遠位先端部の方を向き、且つ係合機能部の近位側で始まるように方向付
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けられることができる。そのような配置において、好ましい実施形態について説明したも
のと同様に、テザーカニューレを係合するために、捕捉機構は、遠位先端部に向かって延
在するであろう。加えて、捕捉機構４ａは、２つのフック、先端部に向かって遠位を向く
一方のフック、および先端部から離れて近位を向く他方のフック、を用いて設計され、フ
ックの後退および延在のいずれか一方により、テザーカニューレが捕捉されることができ
る。
【００４４】
　好ましい実施形態のように、貫通部材３ａのセクション１３ａは、係合ゾーンにおいて
、丸くなる代わりに楕円形の断面に平たくなることが好ましい。好ましい実施形態におけ
るように、この領域においてカニューレを平たくすることは、係合領域がより大きな寸法
になることを可能にする。さらなる代替のように、カニューレ全体が同様に平たくなるこ
とができる。
【００４５】
　図２５および２６は、２つの係合機能部１２ｂを有する貫通部材３ｂを説明する代替の
実施形態を示す。そのような構造は、例えば、回転捕捉機構と相互作用するのに用いられ
ることができる。留意されるべきことは、２つの係合機能部１２ｂは、同じ全体構造で示
されるが、特定の用途に有益である場合は、係合機能部１２ｂは異なる構造を有すること
も可能である。
【００４６】
　図２７から３０は、各漸進的な図において９０°回転した代替の実施形態の捕捉機構４
ｂを示し、図３１に示される回転捕捉機構４ｂに対応する。
【００４７】
　図３２は、貫通部材３ｂの中に挿入された捕捉機構４ｂを示し、図２８に示されるよう
に捕捉機構が方向付けられている。漸進的に捕捉機構を回転（この場合９０°）すること
により、２つの係合機能部１２ｂは、テザーカニューレを受容することを選択的に避ける
ことができ、またはカニューレを受容するために開けることができ、次いで再び閉鎖して
、係合機能部のいずれか一方の前方のセクションにおいて、テザーカニューレまたはスト
ランドを捕捉する。
【００４８】
　図３２において、遠位先端部に最も近い最も前方の係合機能部１２ｂが、開いた形態で
示され、細いカニューレを受容できる係合機能部の前方の切欠き内に、テザーカニューレ
をいつでも受容できる。
【００４９】
　図３３において、図２９に示されるように、捕捉機構４ｂが９０°回転される。回転前
に切欠きに細いカニューレまたはストランド（示されない）が存在する場合には、この方
向において、それらが係合機能部の前方の切欠きに捕捉される。この方向において、遠位
先端部からもっと遠い、最後部の係合機能部１２ｂが開き、第２のテザーカニューレを受
容する。
【００５０】
　図３４において、図３０に示されるように、捕捉機構４ｂが別に９０°回転される。こ
の方向において、係合機能部１２ｂの両方の前方の切欠きは、細いカニューレまたはスト
ランドが捕捉機構４ｂにより捕捉されることができる開口部を有する。
【００５１】
　図３５および３６は、フレキシブルなラッチを有する代替の実施形態の捕捉機構４ｃを
示す。ラッチは好ましくは、示された形態でフレキシブルなワイヤーから作られる。しか
し、特定の用途のために適切な場合、他の構造も開発されることもできる。係合機能部１
２ｃの近傍におけるラッチの湾曲（または、曲率、curvature）は、貫通部材３ｃの外表
面上へのスムーズな移動を提供し、係合機能部により組織が捕らわれることを防ぐ。ガー
ド２５ｃは前方の位置に示され、ラッチが曲がることを困難にすることによりラッチが開
くことを防ぐ。図３７および３８は、ガード２５ｃが後退した捕捉機構４ｃを示し、次い
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で、係合機能部１２ｃを開くために捕捉機構４ｃが曲がることを可能にする。図３９およ
び４０は、下方に曲げられた捕捉機構４ｃを示し、テザーカニューレまたはストランドを
受容するために捕捉機構１２ｃを開く。望ましい場合には、ガード２５ｃが後退させられ
た際、示されるよう捕捉機構４ｃが内部に曲がるように、捕捉機構４ｃは、優先的に曲が
るように構成されることができ、またはフレキシブルな捕捉機構４ｃは外側に曲がるよう
に構成されることができ、テザーカニューレまたはストランドから係合機能部に付加され
た力により係合機能部が内部に曲がるまで、捕捉機能部をガード２５ｃで閉鎖し続ける。
【００５２】
　図４１および４２は、捕捉機構４ｄおよびガード２５ｄのさらなる代替の実施形態を示
す。この実施例において、ガード２５ｄは固定され、好ましくは、捕捉機構４ｄがガード
２５ｄと一直線に配置されたときに、ガード２５ｄは捕捉機構４ｄと協働する。捕捉機構
４ｄはフレキシブルなワイヤーとして示されるが、他の形態も実施されることができる。
ガード２５ｄとの捕捉機構４ｄの配置は、捕捉機構４ｄを往復運動することにより、捕捉
機構４ｄを回転することにより、または捕捉機構４ｄに付加された力に応答して退いて曲
がるように捕捉機構４ｄを構成することにより、達成されることができる。例えば、図４
３および４４は、内部に曲げられている捕捉機構４ｄを示し、例えば、テザーカニューレ
またはストランドから捕捉機構に付加された力への応答が起こるだろうから、次いで、テ
ザーカニューレまたはストランドが係合機能部１２ｄに入り得る。さらなる代替のように
、フレキシブルな捕捉機構４ｄを用いる代わりに、捕捉機構４ｄは、係合機能部のための
開口部を提供するように後退させられることができる。
【００５３】
　図４５およぶ４６は、代替えの実施形態の捕捉機構４ｅおよびガード２５ｅを示す。ガ
ード２５ｅは固定され、捕捉機構４ｅを受容するための表面を提供する。捕捉機構４ｅは
小さい直径のワイヤーとして示されるが、ガード２５ａの上面と貫通部材３ｅとの間で支
持できる他の細い（または、薄い、thin）形状の材料から作られることもできる。示され
る形態において、捕捉機構４ｅは引っ込めることができ、両方の係合機能部１２ｅはテザ
ーカニューレまたはストランドを受容することができる。
【００５４】
　図４７および４８は、前進させられた図４５および４６の捕捉機構４ｅを示し、後方ま
たは近位の係合機能部１２ｅが閉鎖される。そのような前進の前に後方の係合機能部１２
ｅに位置付けられたテザーカニューレまたはストランドは、次いで捕捉機構４ｅと後方の
係合機能部１２ｅとの間に捕捉されるだろう。図４９および５０は、さらに前進させられ
た捕捉機構４ｅを示し、前方（または、遠位）の係合機能部１２ｅに存在するテザーカニ
ューレまたはストランドが同様に、上述のように捕捉されるだろう。
【００５５】
　図５１および５２は、代替の実施形態の係合機構１１ｆおよび捕捉機構４ｆを示す。捕
捉機構１１ｆはフレキシブルなフックとして形成され、好ましくはワイヤーから作られる
が、他の形態も可能である。貫通部材３ｆは、係合機能部１２ｆに入るテザーカニューレ
またはストランドにより付加される力に反応して外部に曲げることにより、捕捉機構４ｆ
が通過できる溝を含む。図５３および５４は、溝を通過して外部に曲がる捕捉機構４ｆを
示す。一旦、テザーカニューレまたはストランドが、係合機能部１２ｆの前方の切欠きに
向かって移動させられると、捕捉機構４ｆは、図５１に示される位置に戻り、テザーカニ
ューレまたはストランドを捕捉する。そのような実施形態において、捕捉機構４ｆを通常
は内部に固定することが好都合である。この実施形態におけるガード２５ｆは、図５２に
示されるように、内部に置かれたとき、寄り掛かる（または、隣接する、abut against）
捕捉機構４ｆのための表面を提供するように示される。
【００５６】
　図５５および５６は、代替の実施形態の係合機構１１ｇおよび捕捉機構４ｇを示す。捕
捉機構４ｇは、好ましく曲げられたフレキシブルなフックを含み、フックは貫通部材３ｇ
に形成された溝を通過して上昇するであろう。望ましい場合には、貫通部材３ｇにおける
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溝を通過させて捕捉機構４ｇを外部に押し出すために、ガードが用いられてもよい。図５
７および５８は、外部に向けられた位置における捕捉機構４ｇを示す。係合機能部１２ｇ
におけるテザーカニューレは、テザーカニューレを覆うガードを固定するであろうし、次
いで係合機能部１２ｇにおけるフックによりテザーカニューレを捕捉する。
【００５７】
　図５９は、代替の実施形態の捕捉機構４ｈおよび貫通部材３ｈを示し、貫通部材３ｈ内
に捕捉機構４ｈが後退している。図６０および６１に示されるように、捕捉機構４ｈを前
進させることは、テザーカニューレまたはストランドをいつでも受容できる位置に、貫通
部材３ｈと捕捉機構４ｈとの間の係合機能部１２ｈを作り出す。図６２および６３は、貫
通部材３ｈ内に部分的に後退させられた捕捉機構４ｈを示し、例えば、捕捉機構４ｈを係
合機能部１２ｈから離して外すことにより、テザーカニューレまたはストランドが好まし
く捕捉された位置におけるものである。
【００５８】
　図６４は、図６１に示される方向から１８０°回転させた傾斜した先端を備える貫通部
材３ｈ’内に後退した代替の実施形態の捕捉機構４ｈ’を示す。この実施形態において、
捕捉機構４ｈ’はまた、フレキシブルなワイヤーとして示されるが、望ましい場合には、
他のフレキシブルな構造が実施されることもできる。図６５および６６は、延在した位置
における捕捉機構４ｈ’を示し、貫通部材３ｈ’と捕捉機構４ｈ’との間に係合機能部１
２ｈ’を形成する。この形態において、係合機能部１２ｈ’が開かれ、テザーカニューレ
またはストランドをいつでも受容できる。図６７および６８は、貫通部材３ｈ’内に後退
した捕捉機構４ｈ’を示し、例えば、捕捉機構４ｈ’を係合機能部１２ｈ’から離して外
すことにより、テザーカニューレまたはストランドが好ましく捕捉された位置におけるも
のである。
【００５９】
　図６９は、らせん状のコイルセクションを有する貫通部材３ｉを含む代替の実施形態の
係合機構１１ｉを示す。複数の係合機能部１２ｉがらせん状のコイルの間に展開される。
追加の係合機能部は、らせん状のコイルから貫通部材３ｉの底側の間で得られるが、簡単
のために、係合機能部のみが貫通部材３ｉの上側に特定される（または、確認される、id
entified）。捕捉機構４ｉは、前部における弾丸状の先（bullet nose）と共に示され、
係合機能部１２ｉに対して相対的に後退させられ、次いで係合機能部が開かれ、テザーカ
ニューレまたはストランドとの横係合に使用可能である。捕捉機構４ｉの先端部のための
他の形態も可能であるが、より大きな直径のテザーカニューレの捕捉を容易にするために
、傾斜した先端部が好ましいと現在考えられる。
【００６０】
　図７０は、貫通部材３ｉのらせん状のコイルの係合機能部１２ｉを通過して挿入された
捕捉機構４ｉを示す。上述のように、テザーカニューレまたはストランドは、らせん状の
コイルにより規定される係合機能部１２ｉの間および中に配置されることができる。捕捉
機構４ｉの前進は、テザーカニューレまたはストランドと接触および捕捉することができ
る。適当な細いカニューレを用いることにより、捕捉機構４ｉの先端部は、コイルの間の
カニューレを捕捉することができる。捕捉機構４ｉの直径は、捕捉機構が前進し続けるこ
と、または細いカニューレが引かれて、捕捉機構４ｉの底面とらせん状のコイルとの間に
ストランドが捕捉されるまで、捕捉機構が細いカニューレ上で留まり続けること、を可能
にするのに十分に小さいように選択されることができる。捕捉機構４ｉの寸法は、らせん
状のコイルの内側の寸法と比較して十分に小さく、捕捉される間ストランドが自由に通過
すること可能にする。あるいは、らせん状のコイルは、フレキシブルに作られてよく、捕
捉機構がストランドを捕捉する際に曲がることにより拡張するが、このことは、このため
の好ましい形態であるとは現在考えられていない。
【００６１】
　図７１、７２および７３は、図３５および３６に示される係合機構Ｈｉ１ｃに機能が類
似する代替の実施形態の係合機構１１ｊを示す。貫通部材３ｊは係合機能部１２ｊを含む



(21) JP 6346659 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

。捕捉機構４ｊは、フレキシブルなワイヤーから作られることが示されるが、上述のよう
に、いくつかの他の形態のものであることができる。図７１に示される位置におけるガー
ド２５ｊは、捕捉機構４ｊが内部に曲がることを防ぎ、テザーカニューレまたはストラン
ドが、係合機能部の捕捉領域に入ることを防ぐ。図７２は、テザーカニューレまたはスト
ランドから付加された下向きの力が捕捉機構４ｊを内部に曲げるであろう位置における、
後退させられたガード２５ｊおよび捕捉機構４ｊを示し、図７３に示される（テザーカニ
ューレまたはストランドは示されない）ように、細いテザーカニューレまたはストランド
を受容するために係合機能部を開く。留意すべきことは、示されるように、ガード２５ｊ
は角度を付けられることができ、細いカニューレまたはテザーを係合機能部の前方の溝に
上げる。
【００６２】
　図７４、７５、７６および７７は、複数の係合機能部１２ｋを有する捕捉機構４ｋを説
明する代替の実施形態の係合機構１１ｋを示す。図示された貫通部材３ｋは、平らな遠位
先端部を有するカニューレから作られ、さらに係合機能部に対してより大きな寸法を可能
にするという利点を提供する。図７５は、テザーカニューレまたはストランドを受容する
ために延在させられた捕捉機構を示す。図７６は、第１のテザーカニューレまたはストラ
ンドが捕捉されるであろう位置に後退した近位の係合機能部１２ｋを示し、望ましい場合
には、遠位の係合機能部１２ｋを、他のテザーカニューレまたはストランドを受容するた
めに利用できるままにする。図７７は、テザーカニューレまたはストランドが、係合機能
部１２ｋのいずれか一方または両方に捕捉されることができる位置に後退した捕捉機構４
ｋを示す。
【００６３】
　図７８、７９、８０および８１は、図７４から７６における係合機構１１ｋに類似する
代替の実施形態の係合機構１１ｋ’を示す。貫通部材３ｋ’は、図７４から７６に示され
る先端部に対して１８０°回転させた傾斜で方向付けられた尖った先端部と共に示される
。この方向において、図８１に示されるように、捕捉機構４ｋ’がこの位置に後退したと
き、近位の係合機能部１２ｋ’は貫通部材３ｋ’の陰にある。このように、テザーカニュ
ーレが係合機能部１２ｋ’の溝に位置付けられると、テザーカニューレはこの位置に完全
に後退させられないことがある。しかし、所定のストランドの厚さおよび曲げ半径のため
、捕捉機構４ｋ’と貫通部材３ｋ’との間に十分な間隙が提供される場合には、ストラン
ドは、捕捉機構４ｋ’と貫通部材３ｋ’との間に曲がることができる。
【００６４】
　図８２、８３、８４および８５は、係合機構１１ｋおよび１１ｋ”に類似する代替の実
施形態の係合機構１１ｋ”を示す。この実施形態において、貫通部材３ｋ”は、曲線を付
けて作られた先端部と共に示される。この配置の利点は、図８５に最も良く図示されてお
り、後退前に係合機能部１２ｋ”内に横配置された状態で置かれたテザーカニューレまた
はストランドが係合機能部で捕捉され得る位置に後退した捕捉機構４ｋ”を示す。この位
置において、係合機能部１２ｋ”は、貫通部材３ｋ”により完全に閉鎖されず、テザーカ
ニューレが捕捉されることを可能にし、捕捉機構の壁と貫通部材の壁との間でのストラン
ドの曲げを必要とすることなく、ストランドが捕捉されることを可能にする。このことは
、捕捉機構の後退、または捕捉係合機能部に存在するストランドを有する貫通部材の挿入
若しくは引くこと、のいずれかにより、ストランドが尖った傾斜に押し付けられた場合に
起こり得る切断力にストランドを曝すことなく、ストランドを捕捉するという利点を有す
る。図８５において、遠位の位置における係合機能部１２ｋ”は、貫通部材３ｋ”の軸に
沿った貫通部材３ｋ”のその後の挿入または抜き取りの間、捕捉されたストランドが、貫
通部材３ｋ”の尖った端部からの切断力を受ける（encounter）であろう位置にある。
【００６５】
　図８６および８７は、ガードがなく、捕捉機構４ｌが、図８７に示される（テザーカニ
ューレまたはストランドは示されない）ように、内部に向けられたテザーカニューレまた
はストランドからの力が付加された際、係合機能部１２ｌへのアクセスを提供するように
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曲がることができるラッチである、ということを除いて、図３５および３６に示される係
合機構１１ｃに類似する、代替の実施形態の係合機構１１ｌを示す。この実施形態におい
て、細いテザーカニューレまたはストランドが係合機能部の平行な前方の切欠き内にスラ
イドすると、ラッチが解除されて、図８６に示される位置に戻り、テザーカニューレまた
はストランドは、ラッチにより係合機能部に捕捉される。
【００６６】
　図８８および８９は、膨張可能な捕捉機構４ｍを有する係合機能部１２ｍを備えた貫通
部材３ｍを含む代替の実施形態の係合機構１１ｍを示す。図８８は、収縮した捕捉機構４
ｍを示し、テザーカニューレまたはストランドを受容するために開いた係合機能部１２ｍ
を備える。図８９は、例えば、膨張管２６ｍを通過する流体または気体により、膨張させ
た捕捉機構を示し、次いで係合機能部を閉じる。図８９に示されるように、係合機能部１
２ｍの前方の切欠きにおけるテザーカニューレまたはストランド、膨張した捕捉機構によ
り捕捉されるであろう。
【００６７】
　図９０および９１は、係合機能部１２ｎを備えた貫通部材３ｎを含む代替の実施形態の
係合機構１１ｎを示す。捕捉機構４ｎおよびガード２５ｎは、制御棒（または、引棒、co
ntrol rod）２７ｎに取り付けられる。図９０は、前方の位置における制御棒を示し、ガ
ード２５ｎは係合機能部１２ｎを閉鎖して、テザーカニューレまたはストランドを受容で
きないようにする。図９１は、後退させられた制御棒を示しており、テザーカニューレま
たはストランドにより捕捉機構４ｎ（テザーカニューレまたはストランドは示されない）
上に及ぼされた内部に向けられた力に反応して、内部に曲がる捕捉機構４ｎを備える。次
いで、テザーカニューレまたはストランドが、係合機能部１２ｎの前方の切欠き内に移動
すると、捕捉機構４ｎは外部に曲がり、係合機能部１２ｎ内にテザーカニューレまたはス
トランドを捕捉するであろう。
【００６８】
　図９２および９３は、貫通部材３ｏを含む代替の実施形態の係合機構１１ｏを示してお
り、係合機能部１２ｏを有するカニューレ、および貫通部材３ｏ内に存在するコイルスプ
リングを含む捕捉機構４ｏとして示される。図９２において、コイルスプリングは固定場
所２８ｏに取り付けられる。この形態において、複数の係合機能部１２ｏが、貫通部材３
ｏのリリーフを有する貫通部材のセクションにおけるコイルの間に示される。スプリング
がテンションスプリングである場合について、スプリングが張力を受けている場合には、
露出したコイル間の間隙が広くなるであろうし、係合機能部１２ｏは、テザーカニューレ
またはストランドを受容するのに利用できるだろう。図９３において、捕捉機構４ｏは、
もはや張力を受けていないコイルスプリングと共に示される。この形態において、スプリ
ングコイルの間のピッチは、テザーカニューレまたはストランドをコイルの間に捕捉する
ように選択される。必要な場合には、追加的な圧縮力が、スプリングに付加されることが
でき、コイルをさらに圧縮してテザーカニューレまたはストランドを捕捉する。捕捉機構
４ｏと共に用いられるスプリングは、テンションスプリングよりもむしろ圧縮スプリング
であることもでき、そのような場合、圧縮スプリングは、テザーカニューレまたはストラ
ンドを受容するために、図９２に示されるように最初に開かれるだろうし、後にスプリン
グへの力の付加が続き、テザーカニューレまたはストランドを捕捉するために、図９３に
示されるように圧縮スプリングを圧縮する。
【００６９】
　図９４および９５は、代替の実施形態の係合機構１１ｏ’を示す。係合機構１１ｏのよ
うに、捕捉機構４ｏ’は固定場所２９ｏ’を有するコイルを含み、本装置は、係合機構１
１ｏ’と同様の形態で機能し、主な違いは、図９２および９３に記載の貫通部材３ｏの内
側にコイルが位置付けられる代わりに、捕捉機構４ｏ’におけるコイルが、貫通部材３ｏ
’の外側の周囲を包むことである。係合機構１１ｏ’について、望ましい場合、貫通部材
３ｏ’は中空でないことができる。
【００７０】
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　図９６および９７は、貫通部材３ｏ”とコイルを含む捕捉機構４ｏ”とを含む代替の実
施形態の係合機構１１ｏ”を示す。図９６は、貫通部材３ｏ”の遠位先端部から飛び出る
コイルの間に作られた複数の係合機能部１２ｏ”を示す。この状態において、係合機能部
１２ｏ”は、テザーカニューレまたはストランドを受容するのに利用できる。図９７は、
部分的に後退した捕捉機構４ｏ”を示す。捕捉機構が貫通部材の内側に後退させられると
、係合機能部１２ｏ”に存在するストランドは、コイルと貫通部材３ｏ”の内面との間で
捕捉される。
【００７１】
　図９８は、係合機能部１２ｐを備える貫通部材３ｐと、係合機能部１２の領域に小さい
ブラシを含む捕捉機構４ｂと、を有する係合機構１１ｐの平面図である。ブラシは、貫通
部材３の内側を回転するように設計される。係合機能部１２においてブラシに対して横配
列でストランドが置かれた状態でブラシが回転し、ブラシの周囲にストランドを巻くこと
によりストランドを捕捉する。ストランドは、テザーカニューレにより係合機能部に最初
に置かれることができ、その場合には、ストランドを捕捉機構４ｐのブラシに直接曝すた
めに、テザーカニューレが引かれなければならい。
【００７２】
　図９９、１００、１０１および１０２は、貫通部材３ｑと、１つ以上の捕捉機構４ｑの
間または捕捉機構と貫通部材との間に係合機能部１２ｑを作り出すように軸方向に置かれ
ることができる一連のテレスコープピース（telescoping piece）を含む捕捉機構４ｑと
、を有する係合機構１１ｑの平面図である。テザーカニューレまたはストランドは、係合
機能部１２ｑのうちの１つに置かれることができ、次いで移動可能なテレスコープの捕捉
機構４ｑにより捕捉されることができる。図９９から１０２は、いくつかのテレスコープ
の捕捉機構４ｑの漸進的な位置決めの例である。この図において、１つのテレスコープの
捕捉機構が前進して、捕捉機構に対して遠位の係合領域１２ｑにおいてテザーカニューレ
またはストランドを捕捉するため、他の係合領域は、その近位後方に現れる
【００７３】
　図１０３、１０４および１０５は、係合機能部１２ｒおよび捕捉機構４ｒを備える貫通
部材３ｒを含む係合機構１１ｒの平面図である。捕捉機構４ｒは、２つのフック形状の領
域を含み、一方が前方を向き、他方が後方を向く。図１０３は、後方のフックエリアと捕
捉機構３ｒにおけるリリーフの後方との間に規定される係合機能部１２ｒを有する前方の
位置における捕捉機構を示す。この位置において、器具は、最後部の開いた係合機能部１
２ｒ内にテザーカニューレまたはストランドいつでも受容できる。図１０４において、捕
捉機構は後退させられ、図１０１に示される後方の係合機能部１２ｒ内にテザーカニュー
レまたはストランドを捕捉し、前方を向く捕捉機構のフックの前部における他の係合機能
部１２ｒを開く。図１０５は、中心の位置に部分的に前進させられた捕捉機構４ｒを示し
、図１０３および１０４の係合機能部１２ｒ両方が閉じられる。
【００７４】
　図１０６および１０７は、貫通部材３ｓと、磁石を含む捕捉機構４ｓと、磁気的に引力
のあるビーズのような粒子を含むストランド２０ｓとを含む係合機構１１ｓの平面図であ
る。磁石と磁気的に引力のある粒子との間の引力が十分に強い場合、他の係合機能部が必
要とされないことが可能である。図１０７は、捕捉機構４ｓと磁気的に連結されたストラ
ンドを示す。
【００７５】
　必要とされる磁気引力の量を減らすために、磁石と連結される係合機能部を有する貫通
部材３ｓを用いることが好都合であり得る。例えば、磁石は、図９６および９７に示され
るコイルの場所に用いられてよく、磁気的な捕捉機構４ｓは、貫通部材の遠位先端部から
延在してよく、磁気的に引力のあるストランドと横配置で接触し、次いで、貫通部材が中
空である場合、磁気的な連結により貫通部材を通過させてストランドを引き、または磁気
的な連結によりストランドを貫通部材の先端部において保持する。磁気的な捕捉機構は、
貫通部材における先端部でない位置の溝またはリリーフにより規定される係合機能部内で
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磁気的に引力のある粒子を用いるストランドを捕捉してもよい。
【００７６】
　図１０８は、係合機能部１２ｔを備える貫通部材３ｔと、圧縮可能な泡状またはゴム状
の材料を有する捕捉機構４ｔと、を含む係合機構１１ｔの平面図である。係合機能部１２
ｔにおいてテザーカニューレまたはストランドにより付加される力は、捕捉機構を圧縮す
るであろうし、テザーカニューレまたはストランドが係合機能部の水平な前方の切欠き内
に滑り込むことを可能にするであろう。
【００７７】
　図１０９および１１０は、係合機能部１２ｕを備える貫通部材３ｕと、テザーカニュー
レまたはストランドが係合機能部に内部に押し付けられた際に、捕捉機構が変形し、次い
でテザーカニューレまたはストランドの周囲をつかむように、所定の位置に固定され且つ
曲げられる、ワイヤーのようなフレキシブルな材料から形成された捕捉機構４ｕと、を含
む係合機構１１ｕを示す。
【００７８】
　図１１１および１１２は、係合機能部１２ｖを備える貫通部材３ｖと、テザーカニュー
レまたはストランドを受容するように開かれまたは閉じられることができる顎を有する捕
捉機構４ｖと、を含む係合機構１１ｖを示す。
【００７９】
　図１１３および１１４は、係合機能部１２ｗを備える貫通部材３ｗと、とげを有するフ
レキシブルな部材を有する捕捉機構４ｗと、を含む係合機構１１ｗを示す。図１１３は、
後退させられた捕捉機構４ｗ、およびテザーカニューレまたはストランドを受容するため
に開いた係合機能部１２ｗを示す。図１１４は、テザーカニューレまたはストランドを捕
捉するために延在した捕捉機構４ｗを示す。
【００８０】
　図１１５および１１６は、係合機能部１２ｘを備える貫通部材３ｘを含む係合機構１１
ｘ、およびスプリングロードボールを含む捕捉機構４ｘを示す。図１１５は、延在したス
プリング、およびボールにより閉鎖された係合機能部１２ｘを示す。図１１６は、後退し
たボール、およびテザーカニューレまたはストランドを受容するために開いた係合機能部
１２ｘを示す。スプリングロードボールは、ユーザーにより軸方向に後退されることがで
きるか、またはテザーカニューレまたはストランドにより生み出される内向きの力の付加
で受動的に後退されることができる。
【００８１】
　図１１７および１１８は、係合機能部１２ｙを備える貫通部材３ｙを含む係合機構１１
ｙ、およびシースを含む捕捉機構４ｙを示す。図１１７において、シース４ｙは係合機能
部を覆って延在させられており、係合機能部を閉鎖し、係合機能部がテザーカニューレま
たはストランドを受容することを防ぐ。得１１８は、後退したシース４ｙ、およびテザー
カニューレまたはストランドを受容するために開いた係合機能部１２ｙを示す。シース４
ｙは、係合機能部１２ｙの狭い水平な切欠き内テザーカニューレまたはストランドを捕捉
するために部分的に延在させられることもできる。
【００８２】
　図１１９および１２０は、ツールを通過させて流体を投与するための流体通路３０ｚを
含む係合ツール１ｚを示し、組織を麻痺させるための麻酔流体（anesthetic fluid）、お
よびハイドロディセクション（hydro-dissection）により組織を通る経路を開くための生
理食塩水を投与するのに有益であることができる。貫通部材の先端部が尖っていない場合
、このことは特に有益である。
【００８３】
　図１２１は、テザーカニューレまたはストランドを係合ツールと横配置に置くのに用い
られることができるルーティングツール３０の好ましい実施形態を示す。当該好ましい実
施形態は、貫通部材３２と連結された本体３１を含む。貫通部材３２は、必要に応じて備
えられることができる尖った先端部と共に示さる。例えば、上述の米国特許出願第１２／



(25) JP 6346659 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

３８４，３２６号および国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／０００８９１号に記載の
ように、好ましくは鈍化機構３３も備えられ、鈍化機構３３を貫通部材３２の軸に沿って
移動させて貫通部材３２の遠位先端部を鈍化するキャリッジ３６に鈍化機構３３が連結さ
れる。
【００８４】
　図１２１に示されるように上がった位置にあるアクチュエータ機構３４が提供される。
アクチュエータ機構３４が押し下げられると、アクチュエータ機構は回転軸の周りを回転
し、アクチュエータの歯がギヤ３５とかみ合い、キャリッジ３６の直線上の歯と噛み合い
、キャリッジおよび連結した鈍化機構３３を貫通部材３２の遠位先端部に向かって前進さ
せる。所定の点を通過してキャリッジが前進すると、キャリッジの後方を向いて示される
フレキシブルなアームが、回転ラチェット（または、回転歯止め、rotating ratchet）３
８の小さい歯と噛み合い、ラチェット３８の大きい歯を回転し、キャリッジ３９が戻るこ
とを防ぐ位置にラッチ３９が曲がるまたは下方に跳ね返ることを可能にし、ラッチ機構３
９の前部にキャリッジが係合された状態にしておくためにスプリング機構３７を圧縮する
。このことは、鈍化機構が鈍化位置にラッチされること、貫通部材の先端部を通過して延
在する鈍化機構３３の先端部に付加される力がラッチにより抵抗を受けるだろうし、鋭い
先端部を後退および露出する鈍化機構をもたらさないであろうということ、を確実にする
。この状態において、アクチュエータが解除されると、圧縮されたスプリング３７は、ア
クチュエータのアームを完全に圧縮された位置から部分的に逆に回転させる。しかし、ア
クチュエータのアーム３４は、ラッチにより、最も上方の位置に完全にもどることができ
ない。キャリッジの部分的な戻りは、鈍化機構が貫通部材３３の先端部のわずかに前方お
よび完全に前方の位置からわずかに後方に保持されつつ、曲がるアームがラチェット機構
３８の後方にわずかに移動することを可能にする。その後アクチュエータ３４を完全に前
方の位置に向かって押し下げることは、キャリッジ上の後方のアームをラッチの小さい歯
に再度噛み合わせて回転させ、ラチェット３８の大きな歯をラッチ３９に噛み合わせ、圧
縮されたスプリング３７の力により、キャリッジ３５が後方の位置に自由に戻る位置にラ
ッチを上げ、アクチュエータ３４を完全に上げさせて鈍化機構３３を後退させ、貫通部材
３２の尖った先端部を露出する。組織の上に留まり且つ組織により視界から隠れた際に貫
通部材の遠位先端部の位置の表示を提供することが意図されるインジケーター４０も示さ
れる。
【００８５】
　図１２２は、図１２１に示される、貫通部材３２の前端部の領域１２２を示す。この実
施形態において、前端部４２は貫通部材の遠位先端部３２を含み、貫通部材の軸に向かっ
て内側にわずかに曲げられた傾斜を有する鋭い先端部として示され、カニューレから作ら
れる。この実施形態において、鈍化機構は貫通部材の内側に移動するカニューレ３３であ
る。鈍化機構は後退位置で示されており、貫通機構の鋭い先端部が露出されている。スト
ランド４１は、鈍化機構に連結されており、且つテザーカニューレのストランドとのその
後の連結、またはカニューレに取り付けられていないストランドへのその後の連結のため
のループを形成する。ストランド４１は好ましくは、鈍化機構３３における２つの小さい
溝を通過し、ストランドの端部は鈍化機構により、好ましくは示されるこぶ（または、結
び目、knot）４３により保持され、ストランド４１が溝を通過して引かれることを防ぐ。
貫通部材３３は好ましくは、鈍化機構の溝と一直線の１つ以上の溝を含む。貫通部材３３
における溝は、上述のように、ルーティングツール３０と関連する機構の操作に反応して
、最前部の位置から最後部の位置に鈍化機構が動く際に、ストランド４１が移動すること
を可能にするのに十分に長い。
【００８６】
　図１２３は、アクチュエータ３４が押し下げられ、先方の位置にラッチされた状態のル
ーティングツール３０であり、鈍化機構３３は、貫通部材３２の遠位先端部に向かって延
在する。スプリング３７は圧縮されて示され、ラッチ３９はキャリッジ３６と係合して示
され、キャリッジが完全に戻ることを防ぐ。ラチェット機構３８は、ラチェットのより大
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きな歯がラッチ３９をラッチ位置に下げることを可能にする位置に回転されて示され、ラ
チェットの小さい歯とかみ合うキャリッジの後方のアームは、ラチェットの小さい歯のち
ょうど後ろに示される。図１２４は図１２４の領域１２４を示す。この形態において、鈍
化機構３３の外径は、貫通部材３２の先端部に向かって延在し、貫通部材の傾斜した先の
曲がった先端に接触し、先端部は捕捉点として機能しない。
【００８７】
　図１２５は、ルーティングツールの輪になったストランド４１およびテザーカニューレ
２４のストランド２０により、テザーカニューレ２４に連結されたルーティングツール３
０を示す。別の（または、離れた、separate）ストランドがルーティングツールに連結さ
れることができ、この同じ経路に沿って置かれることができる。このように、ストランド
をルーティングツールのループ４に通すことにより、連結が生じる。望ましい場合、ルー
ティングツールのルーメンを通過させてストランドを挿入する、または直接若しくはルー
ティングツールに取り付けられたストランドを介してストランドをルーティングツールに
結ぶ、またはストランドをルーティングツールに機械的に係合する、というように、他の
技術が、ストランドをルーティングツールに連結するのに用いられることもできる。図１
２６は、図１２５の領域１２６を示し、ストランド４１のループを通過するストランド２
０を示す。
【００８８】
　ルーティングツールは、上述の係合ツールとの接続に用いられると、ストランドと好都
合に連結されることができ、皮下でストランドを操作して、組織を支持または靱帯のよう
な内部構造を切断するための所望のループを含む様々な形態にするのに用いられることが
できる。示されるルーティングツールは、組織を通してそれを挿入し、次いでそれをテザ
ーカニューレと連結することにより、好都合に用いられる。望ましい場合、これは数回繰
り返されることができ、上述のように、係合ツールによる後の係合のために、複数のテザ
ーカニューレを組織に通して置く。
【００８９】
　係合ツールの係合機能部においてルーティングツールおよび係合ツールを横配置で置く
ことによる、係合ツールとの最初の係合を、ルーティングツールに提供させることも可能
である。この形態において、ストランドをルーティングツールに後に連結することは、別
のテザーカニューレを必要とすることなく、ストランドを係合ツールに直接連結すること
を容易にすることができる。張力を受けているストランドが、記載の多くの係合機構にお
いて、ストランドを完全に係合および捕捉するのに好都合に用いられ得る、ということは
、既に示されている。ルーティングツールと連結したストランドは張った状態で保持され
ることができ、この係合を容易にする。この配置により、一旦ルーティングツールがスト
ランドに連結されると、ストランドとルーティングツールとの組み合わせは、テザーカニ
ューレの他の実施形態として考えられることができる。
【００９０】
　図１２７、１２８および１２９は、テザーカニューレであると考えられることもできる
代替の実施形態のルーティングツールを示し、係合ツールとのより直接の係合を容易にす
ることができる。ストランド４１を含んで後のストランドを係合する代わりに、ルーティ
ングツールはストランド２０ａを含み、貫通部材３２ａの前端部４２ａに示される。貫通
部材３２ａが尖った先を含む実施形態について、鈍化機構３３ａが好ましく含まれ、鈍化
機構がカニューレから作られる場合、ストランド２０ａは鈍化機構を通過することができ
る。図１２８に示されるように、鈍化機構３３が延在され、鈍化機構の径は、細いカニュ
ーレとして働くことができ、図１２８に示されるものよりもさらに延在することができる
。このことは、テザーカニューレと同様にルーティングツールが係合ツールに係合するこ
とを確実にし、外側カニューレ、この場合には貫通部材３２ａとの最初の係合が起こるこ
とができる。次いで、細いカニューレ、この場合には延在した鈍化カニューレ３３ａとの
漸進的な係合および捕捉が起こり、ストランド２０ａとの最後の係合が後に続く。
【００９１】
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　示された実施形態において、ストランド２０ａは先端部４４ａを含む。この先端部４４
ａはストランドの長い延長部分（continuation）であることができ、ストランドは貫通部
材の外側に前方に（または、沿って、along）延在し、またはストランドは、ストランド
が捕捉された後、係合ツールの係合機能部により保持されるのに十分な大きさを有する結
び目のような邪魔部材であることができる。さらなる代替のように、磁性粒子が備えられ
ることができ、係合機能部において、磁石との係合ツールによる係合および捕捉を容易に
する。説明された機構がいくつかの要素と共に示されるが、ルーティングツールの貫通部
材の前端部４２は、先端部４４ａと連結されたストランド２０ａを備えた鈍化カニューレ
を有するテザーカニューレで実施されることもできる。
【００９２】
　図１２７、１２８および１２９に示される配置の主要な利点は、ルーティングツールが
、組織から出て別のテザーカニューレと連結する必要がないということである。代わりに
、それは、組織の内側で係合ツールと直接連結することができ、貫通部材によるルーティ
ングツールのさらなる貫通が妨げられまたは望ましくない場合に好都合であることができ
る。
【００９３】
　図１３０および１３１は、代替の実施形態のルーティングツール３０ｂである。この形
態において、ルーティングツール３０ｂは、ツールを通過させて流体を投与するために、
流体通路４５ｂを含む。これは、組織を麻痺させるための麻酔流体、および例えばハイド
ロディセクションにより組織を通る経路を開くための生理食塩水を投与するのに有益であ
ることができ、尖っていない先端部を有する貫通部材で特に有益である。
【００９４】
　本発明は、特定の部品を組み込んだ特定の実施態様に基づいて記載されているが、本発
明は、記載された部品の全ての使用可能な均等物をさらに包含するということが理解され
、本発明の本質を説明するために本明細書に記載および図示された部品の細部、材料およ
び配置の様々な変更は、以下の特許請求の範囲に表された本発明の原理および範囲内で、
当業者によって行われてもよいということが理解されるだろう。

　本明細書の開示内容は、以下の態様を含む。
態様１：
　近位端部と、遠位端部と、を有するハンドルと、
　長手方向軸を規定し、前記近位端部から延在し、基端部と先端部とを有する、外側カニ
ューレと、
　前記先端部に近接して前記外側カニューレに形成された捕捉溝を含む捕捉機構と、
を含み、
前記捕捉溝が、長手方向部分と短手方向部分とを含み、前記長手方向部分は長手方向幅を
規定し、前記短手方向部分は短手方向幅を規定し、前記長手方向幅および前記短手方向幅
は前記縫合糸の直径より大きく、前記捕捉機構が、前記長手方向溝および前記短手方向溝
が閉鎖される延在位置と、前記長手方向溝および前記短手方向溝が露出される退避位置と
、の間で移動できる、
経皮的処置で外科用縫合糸または糸を捕捉するための係合ツール。

態様２：
　前記捕捉溝が略Ｕ字形状を有し、前記長手方向部分が第１の脚および第２の脚を含み、
前記第１の脚および前記第２の脚は前記長手方向軸に略平行に方向付けられ、前記短手方
向部分が前記長手方向軸に略垂直に方向付けられた、態様１に記載の係合ツール。

態様３：
　前記捕捉溝が前記外側カニューレにおける捕捉タングを規定し、前記捕捉タングが太い
方の端部と末端部とを有し、前記短手方向部分が前記末端部に隣接して位置付けられ、
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前記縫合糸が前記太い方の端部に近接して固定され、縫合糸が捕捉された形態において、
前記捕捉機構が前記延在位置にある、態様２に記載の係合ツール。

態様４：
　前記外側カニューレが、前記捕捉溝に近接する約０．０６５インチ（０．０６５”）の
軸径を有し、前記外側カニューレは先端径も有し、前記先端径が前記軸径より小さい、態
様１に記載の係合ツール。

態様５：
　前記長手方向幅が約０．０３インチ（０．０３”）であり、前記短手方向幅が約０．０
３インチ（０．０３”）である、態様１に記載の係合ツール。

態様６：
　前記外側カニューレが、略中空であり且つ内径を規定し、前記捕捉機構が、棒径を規定
する略円柱状の捕捉棒を含み、前記棒径は前記内径より小さく、前記捕捉棒は、前記外側
カニューレ内でスライドするように取り付けられ、且つ前記延在位置に向かってスプリン
グバイアスされた、態様１に記載の係合ツール。

態様７：
　前記捕捉機構が、前記外側カニューレ内でスライドするように取り付けられた捕捉棒を
含み、前記捕捉棒が、前記捕捉溝に近接して位置付けられる拘束端部を含む、
態様１に記載の係合ツール。

態様８：
　前記長手方向溝が閉じた端部を含み、前記拘束端部が、前記延在位置において、前記閉
じた端部に近接して位置付けられる、態様７に記載の係合ツール。

態様９：
　前記ハンドルに固定され、且つ前記捕捉機構と関連した作動機構をさらに含み、前記捕
捉機構が前記延在位置に向かってバイアスされ、前記作動機構が、前記作動機構への力の
付加により、前記延在位置から前記退避位置に前記捕捉機構を移動する、態様１に記載の
係合ツール。

態様１０：
　前記長手方向軸に略平行に前記遠位端部から延在し、且つ位置決め長さを有する係合位
置決めワイヤーをさらに含み、前記捕捉溝が前記遠位端部からの溝距離に位置付けられ、
前記溝距離が前記位置決め長さに略等しい、態様１に記載の係合ツール。

態様１１：
　第１の縫合糸の保持スリーブであって、略中空の第１の空洞と第１の開口端部とを有し
、前記第１の縫合糸が、前記第１の空洞に位置付けられ、且つ前記第１の開口端部から外
に延在する、第１の縫合糸の保持スリーブと、
　第２の縫合糸の保持スリーブであって、略中空の第２の空洞と第１の開口端部とを有し
、前記第２の縫合糸が、前記第２の空洞に位置付けられ、且つ前記第２の開口端部から外
に延在する、第２の縫合糸の保持スリーブと、
　基端部と、先端部と、捕捉機構とを含む外側カニューレを有する係合ツールと、
を含み、
前記捕捉機構が、前記先端部に近接して位置付けられ、且つ患者の体内で前記外側カニュ
ーレが経皮的に移動できる退避位置と、前記第１の縫合糸および前記第２の縫合糸のうち
の少なくとも１つを捕捉するための延在位置と、の間で移動可能であり、前記捕捉機構が
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、第１の捕捉位置に前記第１の開口端部を配置することができ、前記捕捉機構が前記延在
位置から前記退避位置に移動され、前記延在位置に戻って前記第１の縫合糸を捕捉する、
患者への経皮的手術技術で第１の縫合糸および第２の縫合糸を用いて組織を操作するシス
テム。

態様１２：
　前記捕捉機構が、短手方向幅を有する前記外側カニューレにおけるＵ字形状の溝を含み
、前記第１の縫合糸の保持スリーブが第１の直径を有し、前記第１の直径は前記短手方向
幅より小さい、態様１１に記載のシステム。

態様１３：
　前記Ｕ字形状の溝が、前記短手方向幅を規定する短手方向部分と、長手方向幅を規定す
る長手方向部分とを含み、前記短手方向幅は前記長手方向幅に略等しい、態様１２に記載
のシステム。

態様１４：
　前記捕捉機構が、前記外側カニューレ内で移動できるように取り付けられた捕捉棒をさ
らに含み、前記捕捉棒が、前記延在位置において前記Ｕ字形状の溝を閉鎖し、前記退避位
置において前記前記Ｕ字形状の溝を露出する、態様１２に記載のシステム。

態様１５：
　前記患者の体内で前記第１の縫合糸の保持スリーブに沿って、前記外側カニューレの外
表面がスライドすることができ、前記Ｕ字形状の溝と前記第１の縫合糸の保持スリーブと
の係合が、前記捕捉機構に前記第１の縫合糸の保持スリーブが配置されたこと示す、触知
できるフィードバックを提供する、態様１４に記載のシステム。

態様１６：
　前記係合ツールが、ハンドルと係合位置決めワイヤーとを含み、前記外側カニューレが
長手方向軸を規定し、前記外側カニューレと前記係合位置決めワイヤーが、前記長手方向
軸に略平行に前記ハンドルの遠位端部から延在し、前記係合位置決めワイヤーが、前記捕
捉機構に近接して前記係合位置決めワイヤーに位置付けられた捕捉ロケーターを有する、
態様１１に記載のシステム。

態様１７：
　前記第１の縫合糸の保持スリーブが、第１の基部のカニューレと第１の端部のカニュー
レを含み、前記第１の基部のカニューレが第１の基部の直径を有し、前記第１の端部のカ
ニューレが第１の端部の直径を有し、前記第１の基部の直径が、約０．０３６インチ（０
．０３６”）であり、前記第１の端部の直径が、約０．０２インチ（０．０２”）であり
、前記捕捉機構が、短手方向幅を規定する短手方向部分を有する前記外側カニューレにお
けるＵ字形状の溝を含み、前記短手方向幅が、約０．０３インチ（０．０３”）である、
態様１１に記載のシステム。

態様１８：
　前記Ｕ字形状の溝が、長手方向幅を規定する長手方向部分を含み、前記長手方向幅が、
約０．０３インチ（０．０３”）であり、前記第１の縫合糸の保持スリーブが、前記短手
方向部分に少なくとも部分的に配置されたときに、触知できるフィードバックが提供され
るように、前記第１の縫合糸の保持スリーブの外表面に沿って、前記係合ツールがスライ
ドすることができ、前記捕捉機構が前記退避位置にあるときに、前記第１の端部のカニュ
ーレが、前記長手方向部分内および前記長手方向部分内でスライドすることができる、
態様１７に記載のシステム。
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態様１９：
　前記捕捉機構が、前記外側カニューレの内部空洞内で移動できるように取り付けられた
フックを含み、前記フックが、前記退避位置において前記内部空洞内に位置付けられ、前
記延在位置において前記内部空洞から延在する、態様１１に記載のシステム。

態様２０：
　前記第１の縫合糸および前記第２の縫合糸が、スリーブを保持する前記第１の縫合糸の
保持スリーブおよび前記第２の縫合糸の保持スリーブから選択的に取り外すことができる
、態様１１に記載のシステム。

態様２１：
　前記第１の縫合糸の保持スリーブが、第１のハンドグリップおよび第１の開口端のイン
ジケーターを含み、前記第１の空洞が、第１の空洞の軸を規定し、前記第１の開口端のイ
ンジケーターが、前記第１のハンドグリップから延在し、前記第１の空洞の軸に略平行で
あり、前記第１の開口端のインジケーターが、前記第１の開口端に近接し且つ前記第１の
開口端から距離を空けて配置された第１のしるしを含み、前記第１の空洞の軸に略垂直で
ある、態様１１に記載のシステム。

【図１】 【図２】
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